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今
月
のA

lert

◉
「
恐
怖
」
と
「
忖
度
」
の
合
わ
せ
鏡　

安
倍
政
権
下
の
「
代
替
わ
り
」
に
拒
否
の
声
を

│
＊
２

反
天
ジ
ャ
ー
ナ
ル
◉

│
た
け
も
り
ま
き
、
捨
て
ら
れ
し
猫
、
北
＊
3

状
況
批
評
◉

教
育
勅
語
の
跋
扈

│
北
村
小
夜
＊
４

太
田
昌
国
の
み
た
び
夢
は
夜
ひ
ら
く
〈
84
〉

◉

韓
国
大
統
領
選
挙
を
背
景
に
し
た
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
に
つ
い
て

│
太
田
昌
国
＊
9

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
◉

安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
、
史
上
最
悪
の
厚
顔
無
恥
判
決
出
る

│
井
堀
哲
＊
10

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
◉
〈
11
・
20
〉
デ
モ
破
壊
許
さ
ず
、

　
　
　

６
・
３
「
帰
っ
て
き
た
天
皇
制
い
ら
な
い
デ
モ
」
へ
！

│
井
上
森
＊
11

マ
ス
コ
ミ
じ
か
け
の
天
皇
制
〈
11
〉

◉
「
生
前
退
位
」
と
元
号
（
法
）

│〈
壊
憲
天
皇
明
仁
〉
そ
の
９

│
天
野
恵
一
＊
14

反
天
連
声
明

│
＊
12　
　

野
次
馬
日
誌

│
＊
15　
　

集
会
の
真
相

│
＊
17

反
天
日
誌

│
＊
20　
　

集
会
情
報

│
＊
20

一九八七年、沖縄国体でソフト・ボール会場の「日の丸」
を焼き捨てて、その強制に抗議した知花昌一。その行為から
三〇年を経た今年の四月二九日、私たちは彼の話を聞く集ま
りを持った。
　私は、この集会の準備のプロセスで大阪へ出かける機会が
あった（それの直接の目的は高浜原発再稼働反対のための関
電包囲行動への参加であったが）。かつて関西で知花裁判を
支えた友人をまじえて、ワイワイやった。私が沖縄に何度も
足をはこぶようになったのは、東京での知花裁判支援がきっ
かけであった。裁判活動の思い出話ははずんだ。
　実は沖縄「国体」の後は、再スタート二巡目の「京都国体」
があり、「沖縄日の丸」抗議をステップに広がりだした、反
国体行動が「京都」で全国化し、各地から京都へ支援が集ま
り、反天皇制運動の合宿が国体行動にあわせて持たれた。そ
こから〈反昭和天皇Xデー〉闘争の全国的な連絡体制がうみ
だされ、自分たちが予想もできなかった反昭和天皇Xデー闘
争の持続的なもりあがりがつくりだされていったのだ。こう
いうかつての過程が、話の中で思いだされた。
　四・二九集会でも知花の現在まで持続している力強い闘い
の報告を受けての、主催者サイドの私の発言でも、この点に
ついては少しふれたが、そこでキチンといえなかった事を書
いておきたい。
　私たちの三十年以前の「昭和Ｘデー」の運動は、天皇国体
という違憲の天皇「公務」への闘いの持続（それは「国体」
だけではなく「植樹祭」や「皇室外交」もそうである）の蓄
積の中からつくり出された広がりであったのだ。私たちは非
政治的象徴天皇にもどれなどという運動をしてきたわけでは
ない。象徴天皇の合憲的「国事行為」そのものの政治性をも
問題にしつつ、違憲の「公務」の拡大（政治権能の強化 =
実質的「元首化」）を運動的に批判し続けてきたのだ。だと
すれば、「生前退位」メッセージによる天皇の違憲の「公務」
の積極的拡大=実質的元首化（安倍改憲の先取り）への抵
抗の大衆化は、自分たちの持続してきた歴史的な象徴天皇制
批判の運動の体験と理論の成果をキチンとふまえるべきだ。
　ヒロヒト天皇Xデーもアキヒト天皇Xデーも私たちにとっ
ては連続しているはずである。 （天野恵一）
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今月の

天
皇
主
義
と
国
家
主
義
を
「
国
民
」
に
叩
き
込
ん
で

い
た
明
治
国
家
に
お
い
て
も
、「
日
の
丸
」
を
掲
げ
て

騒
ぐ
風
潮
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、「
帝

都
」
東
京
で
す
ら
少
な
く
と
も
日
清
・
日
露
戦
争
以
降

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
永
井
荷
風
が
「
花
火
」
の

中
で
苦
々
し
い
筆
致
で
叙
述
し
て
い
る
。

　

徳
川
末
期
〜
明
治
の
内
乱
期
の
死
者
を
「
祀
る
」
と

さ
れ
た
東
京
招
魂
社
が
、台
湾
へ
の
侵
略
戦
争
の
の
ち
、

対
外
戦
争
の
死
者
も
「
合
祀
」
す
る
と
し
て
宗
旨
転
換

を
な
し
、
靖
国
神
社
と
改
称
し
た
の
は
一
八
七
九
年
だ

が
、
靖
国
神
社
が
侵
略
戦
争
の
死
者
を
「
祀
る
」
こ
と

を
そ
の
核
心
と
す
る
の
は
、
お
お
む
ね
日
清
・
日
露
戦

争
以
降
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
軍
人
勅
諭
や
教
育
勅
語

が
徴
兵
制
と
教
育
制
度
を
通
じ
て
浸
透
さ
せ
ら
れ
、
神

聖
不
可
侵
の
天
皇
と
軍
隊
が
、
内
心
を
も
拘
束
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
「
帝
国
臣
民
」
が
そ
の
侵
略
性
と
相
互
監
視
の
抑
圧

性
を
決
定
的
に
内
面
化
し
て
い
っ
た
の
は
、
幅
を
短
く

と
っ
て
そ
れ
か
ら
敗
戦
ま
で
の
五
〇
年
だ
が
、
こ
の
時

間
は
ヒ
ト
に
と
っ
て
ど
の
く
ら
い
の
長
さ
な
の
か
。
東

京
五
輪
や
日
韓
闘
争
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
や
大
学
闘
争
の

時
代
か
ら
現
在
ま
で
を
五
〇
年
と
数
え
る
と
、
多
少
は

実
感
的
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
制
や
靖
国
神
社

が
「
伝
統
」
あ
る
も
の
と
、
多
数
が
妄
信
す
る
ま
で
の

時
間
は
、
そ
ん
な
程
度
で
も
あ
る
。

   

●

　

四
月
二
八
日
、
安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
の
東
京
判

決
が
な
さ
れ
た
。上
は
九
〇
歳
代
の
戦
争
体
験
者
か
ら
、

そ
の
孫
の
世
代
ま
で
、
国
籍
も
東
ア
ジ
ア
の
各
国
か
ら

ド
イ
ツ
な
ど
に
広
が
っ
た
六
〇
〇
名
以
上
の
原
告
団
と

弁
護
団
に
よ
り
、
心
う
た
れ
る
主
張
が
数
多
く
法
廷
で

語
ら
れ
た
裁
判
だ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
東
京
地
裁
民
事
六
部
・
岡
崎
克
彦

裁
判
長
、
田
邉
実
、
岩
下
弘
毅
裁
判
官
に
よ
り
出
さ
れ

た
判
決
は
、
き
わ
め
て
悪
質
な
も
の
だ
っ
た
。
政
教
分

離
、信
教
の
自
由
、宗
教
的
人
格
権
、思
想
信
条
の
自
由
、

自
由
権
、
人
格
権
、
平
和
的
生
存
権
、
憲
法
尊
重
擁
護

義
務
遵
守
へ
の
期
待
権
、
在
外
原
告
の
人
格
権
や
、
こ

れ
ら
に
対
す
る
憲
法
判
断
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
詳
細

に
述
べ
ら
れ
た
弁
論
に
対
し
て
、
既
存
の
判
例
の
論
拠

に
踏
み
込
む
こ
と
な
く
、
外
形
的
な
「
判
例
」
を
単
な

る
「
既
成
事
実
」
と
し
て
無
理
強
い
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
悪
質
さ
は
、
し
か
し
ま
だ
し
も
予
想
の
範
囲
で

も
あ
っ
た
。
真
摯
な
原
告
団
の
主
張
に
泥
を
塗
り
、
私

た
ち
の
思
い
を
逆
な
で
し
て
怒
り
に
火
を
つ
け
た
の

は
、
原
告
側
が
安
倍
靖
国
参
拝
を
批
判
す
る
た
め
に
甲

号
証
と
し
て
提
出
し
た
、
安
倍
に
よ
る
国
会
答
弁
・
談

話
や
報
道
を
、
判
決
文
が
べ
っ
た
り
と
流
用
し
、「
こ

れ
を
素
直
に
読
ん
だ
者
か
ら
は
、
被
告
安
倍
が
本
件
参

拝
に
よ
っ
て
恒
久
平
和
へ
の
誓
い
を
立
て
た
も
の
と
理

解
さ
れ
る
」
と
真
逆
の
解
釈
を
示
し
た
こ
と
だ
。
あ
え

て
侮
蔑
的
な
表
現
を
す
る
が
、文
章
も
ろ
く
に
読
め
ず
、

身
内
や
官
僚
の
フ
リ
ガ
ナ
付
き
の
「
作
文
」
を
芝
居
が

か
っ
た
身
振
り
で
演
じ
た
に
過
ぎ
な
い
安
倍
の
、
そ
の

発
言
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
原
告
た
ち
の
個
人
史
と
人

間
性
を
か
け
た
証
言
の
数
々
や
、
学
者
に
よ
る
重
い
意

見
書
を
否
定
で
き
る
と
い
う
の
か
。
こ
の
判
決
を
弁
護

団
は
「
安
倍
忖
度
判
決
」
と
し
て
糾
弾
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
安
倍
の
独
裁
的
な
権
力
行
使
が
、
有
形
無
形
の

圧
力
に
よ
り
、
き
わ
め
て
歪
ん
だ
形
で
貫
徹
さ
せ
ら
れ

た
不
正
義
そ
の
も
の
な
の
だ
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
数
々

の
悪
法
の
国
会
に
お
け
る
強
行
採
決
と
も
、
身
内
の
利

権
拡
大
に
の
み
貪
婪
な
安
倍
ら
や
官
僚
た
ち
の
ウ
ラ
の

姿
と
も
、
す
べ
て
一
つ
な
が
り
の
も
の
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
安
倍
と
そ
の
眷
属
が
、
経
済
も
理
性
も

著
し
く
衰
退
し
て
い
る
日
本
社
会
の
中
で
、
米
政
権
と

米
軍
に
依
存
し
な
が
ら
、「
ミ
サ
イ
ル
の
恐
怖
」
を
メ

デ
ィ
ア
で
煽
り
た
て
る
。
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
「
共

謀
罪
」
だ
が
、
成
立
後
に
は
疑
い
な
く
新
し
い
治
安
維

持
法
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
予
期
さ
せ
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
憲
法
が
自
民
党
草
案
そ
の
も
の
と
し
て
改
変
さ

れ
る
時
期
も
、
よ
り
早
ま
り
そ
う
だ
。

   

●

　

天
皇
代
替
わ
り
の
日
程
が
具
体
化
し
つ
つ
あ
る
。
天

皇
制
は
、
こ
う
し
た
安
倍
政
治
に
ま
す
ま
す
密
着
し
て

い
く
も
の
と
し
て
機
能
す
る
だ
ろ
う
。

　

昨
年
一
一
月
二
〇
日
の
「
天
皇
制
い
ら
な
い
デ
モ
」

は
、
警
察
と
右
翼
の
密
接
な
連
係
プ
レ
イ
の
暴
力
に
さ

ら
さ
れ
た
が
、
現
在
、
六
月
三
日
に
、
こ
れ
に
リ
ベ
ン

ジ
す
る
た
め
の
行
動
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま

た
、
私
た
ち
は
、
こ
の
日
の
行
動
を
き
っ
か
け
に
、
天

皇
制
そ
の
も
の
に
異
議
を
た
た
き
つ
け
る
運
動
を
、
あ

ら
た
め
て
構
築
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
私
た
ち
の
力
量
の
限
界
は
心
得
て
い
る
が
、
だ

か
ら
こ
そ
、
全
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
闘
い
や
、
そ
れ
に
か

か
わ
る
人
々
の
思
い
を
受
け
止
め
、
こ
れ
ま
で
弱
々
し

い
な
が
ら
も
反
天
皇
制
運
動
を
担
い
続
け
て
き
た
役
割

を
捉
え
返
し
、
少
し
で
も
広
げ
て
い
き
た
い
。
そ
の
た

め
に
、
ま
ず
は
六
月
三
日
と
四
日
の
集
会
の
行
動
に
多

く
の
人
々
が
結
集
し
て
ほ
し
い
と
希
う
。

（
蝙
蝠
）

「恐怖」と「忖度」の合わせ鏡
安倍政権下の「代替わり」に拒否の声を

今月の
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進
化
し
て
生
き
延
び
る
こ
と

公
教
育
や
天
皇
制
を
批
判
ば
か
り
し
て
生
き
て
き
た

が
、
そ
の
延
長
線
上
の
実
践
編
と
し
て
、
あ
る
い
は
社
会

が
求
め
る
必
然
と
し
て
、
こ
の
一
〇
年
、
朝
鮮
学
校
と
の

交
流
（
排
外
主
義
へ
の
抵
抗
）、
フ
リ
ー
タ
ー
ユ
ニ
オ
ン

福
岡
の
活
動
（
不
安
定
労
働
者
組
合
活
動
）
に
注
い
で
き

た
。
そ
し
て
今
、
朝
鮮
学
校
と
フ
リ
ー
タ
ー
ユ
ニ
オ
ン
は
、

よ
く
似
て
る
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
言
で
言
え
ば
、

人
も
物
も
、
も
ち
ろ
ん
学
校
の
建
物
も
組
合
事
務
所
も
自

前
で
、「
手
作
り
」
な
と
こ
ろ
。

　

朝
鮮
学
校
に
は
、
既
成
の
固
定
観
念
や
「
お
上
」
に
縛

ら
れ
な
い
「
民
族
教
育
」
と
い
う
名
の
下
の
真
の
「
教
育
」

愛
が
あ
る
。
上
部
団
体
を
持
た
な
い
個
人
加
盟
の
地
域
ユ

ニ
オ
ン
で
あ
る
フ
リ
ー
タ
ー
ユ
ニ
オ
ン
も
同
様
で
あ
る
。

追
い
求
め
る
理
念
さ
え
も
、
朝
鮮
学
校
の
子
ど
も
達
の

日
々
の
成
長
と
格
闘
し
な
が
ら
見
出
し
て
い
く
営
み
が
、

働
く
こ
と
と
抗
い
つ
つ
生
き
る
場
を
見
出
そ
う
と
切
磋
琢

磨
し
な
が
ら
見
出
し
て
い
く
姿
と
似
て
い
る
。

　

抗
う
べ
き
相
手
は
、
国
家
で
あ
っ
た
り
企
業
で
あ
っ
た

り
だ
が
、
奪
わ
れ
た
も
の
を
奪
い
返
す
た
め
に
よ
り
大
き

な
想
像
力
を
必
要
と
し
、
そ
の
想
像
力
は
次
世
代
へ
繋
ぐ

た
め
の
未
来
を
創
造
す
る
。
あ
ま
り
に
閉
塞
し
た
社
会
で
、

想
像
力
を
失
え
ば
本
当
に
息
の
根
を
止
め
ら
れ
る
か
ら
。

で
き
れ
ば
、
進
化
し
て
生
き
延
び
た
い
。（

た
け
も
り
ま
き
）

映
像
を
巡
る
過
去
へ
の
旅
路

　
　
　引

っ
越
し
の
た
び
に
押
し
入
れ
か
ら
出
し
て
は
運
ん
で

い
た
２
巻
の
16
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
が
あ
っ
た
。
七
〇
年
代
に
、

レ
バ
ノ
ン
で
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
運
動
の
中
で
制
作
さ
れ
た

映
画
だ
が
、
そ
の
上
映
を
久
々
に
や
っ
た
。
レ
バ
ノ
ン
南

部
に
布
陣
し
た
武
装
戦
線
。
イ
ス
ラ
エ
ル
占
領
下
の
抵
抗

の
拡
大
と
レ
バ
ノ
ン
国
内
で
の
共
闘
の
模
索
。
そ
し
て
ア

ラ
フ
ァ
ト
議
長
の
国
連
演
説
ま
で
が
一
本
目
に
。
も
う
一

本
は
そ
の
陣
形
を
つ
ぶ
し
に
か
か
っ
た
内
戦
を
描
い
た
も

の
。
最
近
で
は
「
パ
レ
ス
チ
ナ
の
革
命
期
」
な
ど
と
呼
ば

れ
て
い
る
ら
し
い
七
〇
年
代
の
映
像
を
見
終
わ
っ
て
、
ラ

マ
ラ
か
ら
東
京
に
招
か
れ
て
い
た
若
き
映
像
作
家
は
、
未

知
の
映
像
の
発
見
に
驚
き
、
喜
ん
だ
。
思
え
ば
Ｐ
Ｌ
Ｏ
の

ベ
イ
ル
ー
ト
撤
退
か
ら
も
う
す
ぐ
三
五
年
。
セ
ン
タ
ー

を
失
っ
て
散
逸
し
た
記
録
映
像
を
求
め
て
、
そ
の
頃
に
は

生
ま
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
世
代
の
彼
ら
が
旅
を
続
け
て
い

る
。

　
「
和
平
」
の
名
の
下
で
パ
レ
ス
チ
ナ
は
分
断
さ
れ
、
ガ

ザ
は
高
い
壁
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
ダ
マ
ス
カ
ス
近
郊
の
パ

レ
ス
チ
ナ
居
住
区
は
、
内
戦
で
瓦
解
し
た
。
そ
れ
も
同
じ

世
界
の
出
来
事
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
、
こ
の
日

本
に
溢
れ
か
え
る
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
と
ら
え
返
す

か
が
問
題
だ
ろ
う
。
映
画
の
中
に
そ
の
道
標
を
求
め
る
過

去
へ
の
旅
路
が
必
要
な
の
は
、
案
外
私
た
ち
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捨
て
ら
れ
し
猫
）

大
東
亜
共
栄
の
天
皇
？

　
　
　皇

太
子
徳
仁
が
こ
の
四
月
、
マ
レ
ー
シ
ア
を
初
訪
問
し

た
。
現
在
進
ん
で
い
る
「
代
替
わ
り
」
過
程
に
お
い
て
、

こ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
近
々
天
皇
と
な
る
人
物
に
よ
る
「
皇

室
外
交
」
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
だ
。

　

訪
問
に
あ
た
っ
て
の
記
者
会
見
で
、
明
仁
の
マ
レ
ー
シ

ア
訪
問
（
一
九
九
一
年
）
の
際
に
は
あ
っ
た
「
不
幸
な
戦

争
」
へ
の
言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
現
地
の
団

体
か
ら
も
批
判
が
あ
っ
た
。
天
皇
・
皇
族
の
「
謝
罪
」
は
、

植
民
地
支
配
や
侵
略
戦
争
な
ど
に
対
す
る
、欺
瞞
的
な
「
清

算
」
儀
式
だ
と
反
天
皇
制
運
動
に
お
い
て
も
批
判
し
続
け

て
き
た
。
し
か
し
現
在
の
日
本
の
政
治
は
、
そ
れ
す
ら
も

必
要
と
し
な
い
段
階
へ
入
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。

　

そ
の
か
わ
り
に
徳
仁
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
マ
ハ

テ
ィ
ー
ル
の
「
東
方
政
策
」（
ル
ッ
ク
・
イ
ー
ス
ト
）
の

賛
美
で
あ
り
、
そ
の
政
策
に
も
影
響
を
与
え
た
か
つ
て
の

「
南
方
特
別
留
学
生
」
ア
ブ
ド
ル
・
ラ
ザ
ク
の
遺
族
と
の

面
会
だ
っ
た
。

聖
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
た
八
紘
一
宇
と
は
別
の
、

大
東
亜
共
栄
を
め
ざ
す
発
想
が
そ
こ
に
は
あ
り
そ
う
だ
。

こ
の
間
の
教
育
勅
語
の
再
評
価
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明

治
一
五
〇
年
の
近
代
化
過
程
を
ま
る
ご
と
肯
定
し
、
か
つ

て
の
思
想
的
資
源
も
含
め
て
新
た
に
意
味
づ
け
な
お
し
て

提
示
す
る
不
吉
な
動
き
が
あ
る
。
い
や
、
天
皇
制
こ
そ
そ

の
最
た
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

（
北
）
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教
育
勅
語
の
跋
扈

北
村
小
夜
（
元
教
員
）

日
本
人
は
ま
だ
教
育
勅
語
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な
い
の
か

森
友
学
園
問
題
が
首
相
を
直
撃
し
て
も
、
影
響
は
限
定
的
、
不
届
き
に
も
却
っ
て
ケ

ガ
の
功
名
で
教
育
勅
語
（
資
料
１
）
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
喜
ん
で
い
る
の

は
許
せ
な
い
。

　

政
府
は
教
育
勅
語
に
つ
い
て
二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
、「
憲
法
や
教
育
基
本
法
に

反
し
な
い
形
で
教
材
と
し
て
用
い
る
こ
と
ま
で
は
否
定
さ
れ
な
い
」
と
言
う
答
弁
書
を

閣
議
決
定
し
た
。
義
家
文
科
副
大
臣
は
幼
稚
園
な
ど
で
教
育
勅
語
を
朗
読
す
る
こ
と
に

つ
い
て
「
教
育
基
本
法
に
反
し
な
い
限
り
は
問
題
の
な
い
行
為
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
と

い
う
。
い
ず
れ
も
違
憲
、
違
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
教
育

基
本
法
は
二
〇
〇
六
年
に
改
悪
さ
れ
て
い
る
。
日
本
教
育
再
生
機
構
の
八
木
秀
次
ら
は

教
育
勅
語
の
精
神
は
教
育
基
本
法
第
二
条
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
油
断
は
で

き
な
い
。

　

教
育
勅
語
の
誤
り
は
、
一
九
四
八
年
五
月
参
議
院
に
お
け
る
羽
仁
五
郎
の
「
た
と
え

完
全
な
る
真
理
を
述
べ
て
い
よ
う
と
も
そ
れ
が
君
主
の
命
令
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た

と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
間
違
い
が
あ
っ
た
」
と
言
う
一
語
に
尽
き
る
と
思
う
が
、
今

年
三
月
八
日
予
算
委
員
会
で
稲
田
防
衛
相
は
「
親
孝
行
だ
と
か
友
達
を
大
切
に
す
る
と

か
、
そ
う
い
う
核
の
部
分
は
今
も
大
切
な
も
の
と
し
て
維
持
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
」
と

発
言
し
て
い
る
。
今
、
巷
に
同
様
な
発
言
を
す
る
人
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
多
く
は
浅

読
み
か
無
知
ゆ
え
で
あ
ろ
う
が
、
下
賜
の
段
階
で
の
解
釈
で
は
「
夫
婦
相
和
し
」
は
夫

唱
婦
随
で
あ
り
、「
兄
弟
に
友
に
」
は
長
幼
序
あ
り
…
…
で
あ
る
。
稲
田
ら
の
魂
胆
は

馴
染
み
や
す
い
徳
目
を
取
り
上
げ
て
妥
当
性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
教
育
勅
語
を
導
入

さ
せ
、
ひ
い
て
は
教
育
勅
語
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
狙
い
で
あ
ろ
う
が
、
第
三
期
国

定
教
科
書
修
身
巻
六
の
解
説
に
よ
れ
ば
そ
ん
な
つ
ま
み
食
い
は
で
き
な
い
。

　

ま
ず
「
…
…
教
育
の
淵
源
亦
実
に
此
に
存
す
」
ま
で
を
第
一
段
と
し
て
「
皇
室
の
御

祖
先
が
広
大
な
規
模
で
い
つ
ま
で
も
動
か
な
い
国
を
始
め
、
臣
民
は
忠
孝
の
美
を
全
う

し
て
き
た
。
こ
れ
が
我
が
国
体
の
生
粋
な
所
で
教
育
の
基
づ
く
と
こ
ろ
で
も
あ
る
」
と

い
う
。

　

次
に
復
活
派
に
よ
く
利
用
さ
れ
る
徳
目
の
あ
る「
爾
臣
民
…
…
顕
彰
す
る
に
足
ら
ん
」

を
第
二
段
と
し
て
、

臣
民
の
務
め
る
べ
き

こ
と
を
の
べ
「
皇
室

典
範
・
大
日
本
帝
国

憲
法
を
重
ん
じ
…
…

も
し
国
に
事
変
が
起

こ
っ
た
ら
、
勇
気
を

奮
い
一
身
を
さ
さ
げ

て
、
君
国
の
た
め
に

尽
く
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
か
よ
う

に
し
て
天
地
と
共
に

窮
ま
り
な
い
皇
位
の

御
盛
運
を
お
助
け
申

し
上
げ
る
の
が
、
我

ら
の
務
め
で
あ
り
ま

す
」
と
す
べ
て
の
徳

目
は
「
一
身
を
さ
さ

げ
て
」
も
包
括
し
て

神
勅
に
い
う
「
窮
ま

り
な
い
皇
運
」
と
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で

資料１　
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あ
っ
て
、
個
別
な
徳
目
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
最
後
の
第
三

段
の
「
斯
の
道
は
…
…
其
徳
を
一
に
せ
ん
こ
と
を
庶
幾
う
」
で
は
「
皇
祖
皇
宗
の
ご
教

訓
で
あ
っ
て
、
皇
祖
皇
宗
の
ご
子
孫
も
臣
民
も
共
に
守
る
べ
き
…
…
」
と
天
皇
と
臣

民
で
あ
れ
ば
こ
そ
守
る
べ
く
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
父
母
に
孝
に
」
な
ど
の
徳
目

を
天
壌
無
窮
の
皇
運
と
別
次
元
で
つ
ま
み
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と
は

一
九
三
〇
年
、
文
部
省
図
書
局
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
の
全
文
通
訳
（
資
料
２
）
で
よ

く
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
天
壌
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
す
る
の
で
な
け
れ
ば
勅
語
を
全
否
定

す
る
し
か
な
い
。

教
育
勅
語
復
活
の
企
み

一
九
四
七
年
三
月
三
一
日
に
は
教
育
基
本
法
が
公
布
さ
れ
、
教
育
勅
語
体
制
は
終

わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
三
月
二
〇
日
に
、
文
部
省
が
国
定
教
科
書
制
度
を
廃
止
し
て

出
し
た
学
習
指
導
要
領
一
般
編
（
試
案
）
の
序
論
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
一
な
ぜ
こ
の
書
は
つ
く
ら
れ
た
か

　
　

い
ま
わ
が
国
の
教
育
は
こ
れ
ま
で
と
ち
が
っ
た
方
向
に
む
か
っ
て
進
ん
で
い
る
。

こ
の
方
向
が
ど
ん
な
方
向
を
と
り
、
ど
ん
な
ふ
う
の
あ
ら
わ
れ
を
見
せ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と

は
、
も
は
や

だ
れ
の
胸
に

も
そ
れ
と
感

じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
思

う
。
こ
の
よ

う
な
あ
ら
わ

れ
の
う
ち
で

い
ち
ば
ん
た

い
せ
つ
だ
と

思
わ
れ
る
こ

と
は
、
こ
れ

ま
で
と
か
く

上
の
方
か
ら

き
め
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
と
お
り
に
実
行
す
る
と
い
っ
た
画

一
的
な
傾
き
の
あ
っ
た
の
が
、
こ
ん
ど
は
む
し
ろ
下
の
方
か
ら
み
ん
な
の
力
で
、
い

ろ
い
ろ
と
、
作
り
あ
げ
て
行
く
よ
う
に
な
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
以
下

略
）」

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
だ
教
育
勅
語
と
教
育
基
本
法
は
共
存
で
き
る
と
思
う
人
が
少
な

く
な
か
っ
た
。冒
頭
の
羽
仁
五
郎
の
発
言
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
警
告
で
あ
り
、

教
育
勅
語
の
排
除
・
失
効
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

一
九
四
八
年
六
月
一
九
日
、
上
掲
の
よ
う
に
衆
参
両
院
は
そ
れ
ぞ
れ
「
教
育
勅
語
の

排
除
に
関
す
る
決
議

│
衆
議
院
」「
教
育
勅
語
の
失
効
確
認
に
関
す
る
決
議

│
参

議
院
」
を
可
決
し
た
（
資
料
３
）。
こ
れ
ら
の
決
議
文
は
誠
に
明
快
で
わ
か
り
や
す
く

解
説
の
必
要
は
な
い
。
文
章
の
長
さ
も
趣
旨
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、「
わ
が
国
家
及
び
わ
が

民
族
」
を
中
心
と
し
た
教
育
の
誤
り
を
徹
底
的
に
払
拭
し
、
真
理
と
平
和
を
希
求
す

る
人
間
を
育
て
る
民
主
主
義
的
教
育
理
念
を
厳
か
に
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
教
育
勅
語
は
国
民
の
代
表
で
あ
る
衆
・
参
両
院
の
議
員
に
よ
っ
て
排
除
・
失
効

を
決
議
さ
れ
、
そ
の
意
義
を
称
賛
す
る
も
の
が
再
び
現
れ
な
い
よ
う
法
的
に
と
ど
め
が

刺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
一
応
の
形
式
的
な
も
の
と
考
え
本
心
で
は
教
育
勅
語
を
尊
重
す
べ

き
と
考
え
る
人
が
い
た
。
当
時
の
文
部
大
臣
天
野
貞
祐
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
一
〇
月

一
七
日
、
学
校
の
祝
日
行
事
に
国
旗
を
掲
げ
、
君
が
代
斉
唱
を
勧
め
る
談
話
を
発
表
。

続
い
て
一
一
月
一
七
日
に
は
全
国
教
育
長
会
議
で
修
身
科
の
復
活
、
道
徳
的
基
準
の
必

要
を
表
明
。
天
野
は
教
育
勅
語
失
効
以
降
、
単
に
道
徳
的
基
準
が
な
い
こ
と
を
憂
い
て

い
た
の
で
は
な
く
、
勅
語
の
「
爾
臣
民
」
か
ら
「
顕
彰
す
る
に
足
ら
ん
」
ま
で
を
引
い

て
「
現
在
も
我
々
の
道
徳
的
基
準
で
あ
り
ま
す
」
と
書
い
た
。「
私
は
こ
う
考
え
る
〜

教
育
勅
語
に
代
わ
る
も
の
」（『
朝
日
新
聞
』）
と
発
案
し
た
。
こ
れ
は
「
天
野
勅
語
」

と
し
て
日
教
組
を
は
じ
め
各
方
面
か
ら
の
批
判
を
浴
び
、
文
相
と
し
て
の
公
表
は
取
り

下
げ
ら
れ
た
。

　

教
育
勅
語
論
議
は
、
こ
れ
で
終
わ
る
か
に
見
え
た
が
、
修
身
復
活
論
は
一
九
五
八
年

の
学
習
指
導
要
領
の
全
面
改
定
で
（
そ
れ
ま
で
試
案
で
あ
っ
た
も
の
が
官
報
に
告
示
さ

れ
、法
的
拘
束
力
を
持
つ
と
さ
れ
る
）「
道
徳
」
が
特
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
、

国
民
道
徳
の
規
準
が
必
要
だ
、
教
育
勅
語
の
内
容
は
悪
く
な
い
、
な
ど
と
言
う
提
案
が

く
り
返
し
蒸
し
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

資料２資料２



2017.5 ／ No.11 ● 6

　

一
九
六
〇
年
、荒
木
万
寿
夫
文
相
は
中
央
教
育
審
議
会（
以
下
中
教
審
）に
対
し
て「
後

期
中
等
教
育
の
拡
充
整
備
に
つ
い
て
」
を
諮
問
し
、そ
の
中
で
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」

を
第
一
の
検
討
課
題
に
し
た
。
中
教
審
が
一
九
六
六
年
一
〇
月
、
発
表
し
た
「
期
待
さ

れ
る
人
間
像
」
は
、
経
済
界
の
要
求
を
入
れ
て
帰
属
社
会
へ
の
忠
誠
心
と
労
働
意
欲
を

強
調
す
る
と
と
も
に
「
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
」
の
必
要
を
指
摘
し
、
天
皇
へ
の
敬
愛

が
日
本
国
へ
の
敬
愛
に
通
じ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
発
表
に
際
し
て
森
戸
辰
夫
中
教
審
会

長
は
「
戦
後
に
お
け
る
平
和
国
家
と
平
和
教
育
の
考
え
方
は
根
本
的
に
反
省
さ
れ
改
革

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
」
と
述
べ
、「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
と
は
反
す

る
憲
法
・
教
育
基
本
法
改
正
の
必
要
を
示
し
た
。
こ
の
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
は
あ

ま
り
効
力
を
発
揮
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
森
戸
の
考
え
は
一
九
七
一
年
六

月
中
教
審
答
申
「
今
後
に
お
け
る
学
校
教
育
の
総
合
的
な
拡
充
整
備

の
た
め
の
基
本
的
施
策
に
つ
い
て
」で
、具
体
化
に
至
る
こ
と
に
な
る
。

戦
後
教
育
改
革
の
総
合
的
「
再
改
革
」
構
想
提
起
で
あ
る
。
こ
の
答

申
を
発
表
す
る
に
当
た
っ
て
森
戸
は
「
明
治
中
期
の
教
育
再
改
革
を

思
い
起
こ
す
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
発
言
し
て
い
る
。
彼
の
云
う
再

改
革
と
は
、
学
制
以
来
の
開
明
路
線
を
改
革
し
た
教
育
令
・
教
育
勅

語
体
制
の
確
立
を
指
す
。

執
拗
な
教
育
勅
語
復
活
の
試
み
は
続
く

教
育
勅
語
が
多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
動
き
は
絶

え
間
な
く
続
い
て
い
る
が
、
歴
代
首
相
の
中
で
発
言
が
目
立
っ
た
の

は
田
中
角
栄
と
福
田
赳
夫
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
参
議
院
選
挙
直
前

に
は
各
政
党
か
ら
教
育
論
・
教
師
論
が
盛
ん
に
出
さ
れ
た
。
そ
の
な

か
で
田
中
は
「
今
の
教
育
は
知
識
偏
重
で
徳
育
が
伴
っ
て
い
な
い
。

い
わ
ば
知
恵
太
り
の
徳
痩
せ
し
て
い
る
」
と
現
状
を
と
ら
え
た
上
で

教
育
勅
語
を
持
ち
出
し
た
（『
自
由
新
報
』
一
九
七
四
・
四
・
二
三
）。

「
父
母
に
孝
に
」
か
ら
「
進
ん
で
公
益
を
広
め
」
ま
で
を
引
用
し

て
「
教
育
勅
語
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
今
日
に
通
じ
る
命
題
で
あ

る
」
と
い
う
。
特
定
の
目
的
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
文
章
か
ら
都
合
の

よ
い
所
を
取
り
出
し
て
普
遍
的
原
理
に
持
ち
上
げ
る
の
は
多
く
の
復

活
論
者
に
共
通
す
る
論
旨
で
あ
る
。
福
田
も
同
様
で
「
人
の
道
を
明

確
に
示
し
た
も
の
と
し
て
他
に
例
を
見
な
い
。
今
後
も
生
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」

（
一
九
七
七
・
二
・
五
、
参
議
院
本
会
議
）
と
い
っ
て
い
る
。
以
降
も
続
く
復
活
論
は

・
今
日
の
日
本
は
道
徳
が
乱
れ
て
い
る

・
現
状
の
教
育
が
知
識
偏
重
で
あ
る

・
徳
育
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る

・
そ
の
た
め
の
基
準
が
必
要
で
あ
る

・
教
育
勅
語
は
よ
か
っ
た
し
現
在
に
も
通
用
す
る

・
勅
語
的
な
も
の
を
求
め
て
い
る

と
い
っ
た
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
教
育
勅
語
の
起
草
の
契
機
と
な
っ
た
一
八
九
〇
年
二
月
の
地
方
長
官
会
議
の

資料資料３３
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論
旨
と
も
一
致
し
、
今
日
の
復
活
論
者
の
論
旨
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
三
次
小
泉
内
閣
の
小
坂
憲
次
文
相
は
二
〇
〇
六
年
六
月
、「
教
育
勅
語
の
道
義
的

な
精
神
は
い
つ
の
世
に
も
必
要
。憲
法
で
否
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
限
り
生
き
続
け
る
」

と
答
弁
し
、安
倍
晋
三
官
房
長
官
も「
大
変
す
ば
ら
し
い
理
念
が
書
い
て
あ
る
。し
か
し
、

戦
後
の
諸
改
革
の
中
で
我
が
国
教
育
の
唯
一
の
根
本
と
す
る
考
え
方
を
改
め
た
」
と
答

弁
し
て
い
る
。

　

第
一
次
安
倍
内
閣
で
は
二
〇
〇
六
年
一
二
月
伊
吹
文
明
文
相
が
「
家
族
愛
と
か
の
い

い
規
範
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
天
皇
陛
下
の
お
言
葉
を
基
本
に
教
育
を
作
る
こ

と
は
戦
後
の
政
治
体
制
に
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
第
二
次
安
倍
政
権
以

降
、
改
憲
の
動
き
や
「
教
育
再
生
」
政
策
の
暴
走
と
相
俟
っ
て
教
育
勅
語
復
活
の
動
き

が
急
速
に
強
ま
っ
て
き
た
。

　

二
〇
一
四
年
四
月
、
参
議
院
文
教
委
員
会
、
下
村
博
文
文
科
相
が
「
中
身
に
は
今
日

で
も
通
用
す
る
普
遍
的
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
学
校
で
教
材
と
し
て
使

う
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
」
と
踏
み
込
ん
だ
答
弁
を
し
た
の
に
合
わ
せ
て
、
前
川
文
科

省
初
中
教
育
局
長
は
「
教
育
勅
語
を
我
が
国
の
教
育
の
唯
一
の
根
本
理
念
で
あ
る
と
す

る
よ
う
な
指
導
を
行
う
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
今
日
で
も
通
用
す
る

よ
う
な
内
容
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
着
目
し
て
学
校
で
活
用
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
る
」
な
ど
と
答
弁
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
次
政
権
に
い
た
り
、
教
育
勅
語

の
擁
護
、
濫
用
、
復
活
の
動
き
は
さ
ら
に
強
ま
っ
て
き
た
。
二
〇
一
七
年
二
月
衆
議
院

予
算
委
員
会
で
参
考
人
と
し
て
文
科
省
大
臣
官
房
審
議
官
藤
江
陽
子
は
、「
戦
前
の
よ

う
な
形
で
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
る
の
は
適
当
で
な
い
が
今
で
も
通
用
す
る
普
遍
的
な

内
容
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
の
も
と
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と
考
え

る
」
と
述
べ
、稲
田
朋
美
防
衛
相
は
、二
〇
一
七
年
三
月
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
「
教

育
勅
語
の
精
神
で
あ
る
親
孝
行
な
ど
の
核
の
部
分
を
取
り
戻
し
道
義
国
家
を
目
指
す
べ

き
」
と
答
弁
し
た
。

教
科
書
で
は
教
育
勅
語
に
つ
い
て
ど
う
記
述
し
て
い
る
か

教
育
勅
語
と
い
え
ば
学
校
行
事
（
一
九
三
二
年
に
小
学
校
入
学
の
私
の
体
験
に
よ

る
）。

　

当
時
、
新
年
・
紀
元
節
・
天
長
節
・
明
治
節
と
四
回
の
祝
日
と
、
元
始
祭
（
一
月
三

日
）・
春
季
皇
霊
祭
（
春
分
の
日
）・
神
武
天
皇
祭
（
四
月
三
日
）・
秋
季
皇
霊
祭
（
秋

分
の
日
）・
神
嘗
祭（
一
〇
月
一
七
日
）・
新
嘗
祭（
一
一
月
二
三
日
）・
大
正
天
皇
祭（
一
二

月
二
五
日
）
と
七
回
の
大
祭
日
が
あ
っ
た
。
何
れ
も
学
校
は
お
休
み
で
あ
っ
た
が
、
紀

元
節
・
天
長
節
・
明
治
節
は
式
が
行
わ
れ
、登
校
し
て
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

式
の
当
日
は
玄
関
に
日
の
丸
を
立
て
て
学
校
に
向
か
う
。
途
中
の
家
々
に
も
日
の
丸

が
は
た
め
い
て
い
る
。
校
門
に
は
大
き
な
日
の
丸
が
交
差
し
て
掲
揚
さ
れ
て
い
る
。
教

師
の
誘
導
で
紅
白
の
幕
に
囲
ま
れ
た
講
堂
に
入
る
。
い
つ
も
と
違
っ
て
厳
粛
な
気
分
に

な
る
。
壇
上
に
も
日
の
丸
が
立
て
ら
れ
、
正
面
の
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
「
御
真
影
」
が

奉
ら
れ
て
い
る
が
幕
が
か
か
っ
て
い
る
。「
気
を
付
け
！
」
続
い
て
「
最
敬
礼
！
」
の

号
令
が
か
か
る
。
両
手
を
膝
の
下
ま
で
伸
ば
し
て
下
げ
た
頭
を
上
げ
る
と
「
御
真
影
」

の
幕
が
開
い
て
い
て
「
君
が
代
」
斉
唱
。
要
は
式
は
天
皇
の
前
で
行
わ
れ
る
と
い
う
仕

組
み
で
あ
る
。
シ
ー
ン
と
し
た
な
か
足
音
が
聞
こ
え
、
白
い
手
袋
を
は
め
桐
の
箱
に

入
っ
た
教
育
勅
語
を
載
せ
た
お
盆
を
目
の
高
さ
に
捧
持
し
た
教
頭
が
あ
ら
わ
れ
、
校
長

が
恭
し
く
受
け
取
る
。
校
長
は
箱
を
開
け
勅
語
を
取
り
出
し
、
巻
物
の
勅
語
を
両
手
で

捧
げ
持
つ
、「
勅
語
奉
読
」「
低
頭
」
と
い
う
号
令
が
か
か
る
。
お
も
む
ろ
に
「
朕
惟
う

に
…
…
」
と
読
み
始
め
る
。
勅
語
の
奉
読
時
間
は
約
二
分
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
な
ん

と
長
い
こ
と
か
、
私
た
ち
は
ひ
た
す
ら
「
御
名
御
璽
」
を
ま
っ
た
（
子
ど
も
に
と
っ
て

「
御
名
御
璽
」
は
終
わ
り
の
言
葉
で
あ
っ
た
）。
校
長
の
式
辞
が
続
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
式

歌
を
歌
っ
て
お
終
い
で
あ
る
が
、
学
校
に
よ
っ
て
は
そ
の
ま
え
に
「
勅
語
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
意
の
勝
海
舟
作
詞
「
勅
語
奉
答
の
歌
」
を
歌
っ
た
。

※
一
八
九
一
年
、
文
部
省
令
と
し
て
小
学
校
祝
日
・
大
祭
日
式
規
定
が
だ
さ
れ
、
そ
の

後
若
干
の
手
直
し
を
経
て
、
一
九
〇
〇
年
の
小
学
校
令
施
行
規
則
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。

　

第
二
八
条
紀
元
節
、
天
長
節
及
び
一
月
一
日
に
於
い
て
は
、
職
員
及
児
童
、
参

集
し
て
、
左
の
式
典
を
行
う
べ
し

  
一
、
職
員
及
児
童
は
「
君
が
代
」
を
合
唱
す

  
二
、
職
員
及
児
童
は
、
天
皇
陛
下
、
皇
后
陛
下
の
御
影
に
対
し
奉
り
最
敬
礼
を
行
う

  
三
、
学
校
長
は
教
育
に
関
す
る
勅
語
を
奉
読
す
る

  

四
、
学
校
長
は
教
育
に
関
す
る
勅
語
に
基
づ
き
、
聖
旨
の
在
る
所
を
誨
告
す

  

五
、
職
員
及
児
童
は
、
そ
の
式
日
に
相
当
す
る
唱
歌
を
合
唱
す
る

　

い
ま
、
東
京
都
教
育
委
員
会
な
ど
が
強
要
し
て
い
る
入
学
式
・
卒
業
式
は
御
真
影
を

日
の
丸
で
示
し
て
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
模
し
て
い
る
。
君
が
代
斉
唱
時
の
不
起
立
者
へ
の
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処
分
が
続
い
て
い
る
。

勅
語
復
活
の
企
み
は
改
憲
を
目
指
し
て
し
た
た
か
に
続
く

ち
な
み
に
二
〇
一
八
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
小
学
校
道
徳
教
科
書
の
検
定
結
果
を
見

る
と
、提
示
さ
れ
た
徳
目
を
こ
な
す
こ
と
に
懸
命
で
、自
主
規
制
の
効
い
た
も
の
が
揃
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
愛
国
心
を
土
台
に
し
た
徳
目
は
皇
国
臣
民
が
守
る
べ
き
教
育
勅
語
を

彷
彿
さ
せ
ら
れ
る
。
現
在
使
用
中
の
中
学
校
の
社
会
科
歴
史
教
科
書
は
七
社
と
も
教
育

勅
語
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。
内
容
は
現
代
訳
の
一
部
を
載
せ
、
国
民
道
徳
に

基
本
と
さ
れ
た
が
教
育
基
本
法
が
制
定
さ
れ
失
効
し
た
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
が
、
育
鵬
社

（
自
由
社
も
）
は
「
親
へ

の
孝
行
や
友
人
ど
う
し

の
信
義
、
法
を
重
ん
じ

る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど

を
説
き
ま
し
た
。
ま
た
、

国
民
の
務
め
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
国

や
社
会
の
た
め
に
つ
く

す
べ
き
こ
と
な
ど
を
示

し
、
そ
の
後
の
国
民
道

徳
の
基
盤
と
な
り
ま
し

た
」
と
、
あ
た
か
も
今

日
に
及
ん
で
い
る
よ
う

な
書
き
方
で
要
注
意
。

　

最
近
、
明
治
神
宮
や

靖
国
神
社
に
限
ら
な
い
、

近
所
の
神
社
に
七
五
三

の
お
参
り
に
行
っ
た
ら

教
育
勅
語
を
貰
っ
た
と

い
う
話
を
よ
く
聞
く
。

神
社
本
庁
な
ど
の
指
導

で
あ
ろ
う
か
、
広
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
に
国
定
小
学
校
修

身
教
科
書
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
が
、
裏
面
に
表
示
の
よ
う
な
「
教
育
勅
語
の
口
語
文
訳
」

（
資
料
４
）
な
る
も
の
が
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
復
活
派
が
こ
ぞ
っ
て
使
っ
て
い
る
「
国

民
道
徳
協
会
」
に
よ
る
訳
文
で
あ
る
。
訳
文
と
言
う
が
勝
手
な
解
釈
で
と
て
も
訳
文
と

は
い
え
な
い
。
ま
ず
天
皇
が
「
臣
民
」
に
言
う
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ず
都

合
の
よ
い
徳
目
を
並
べ
、
肝
心
の
「
臣
民
」
に
要
求
す
る
の
が
神
勅
（
資
料
５
）
に
基

づ
く
国
体
の
維
持
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
る
「
又
以
っ
て
」
以
降
に
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

文
面
を
き
ち
ん
と
読
め
ば
疑
問
が
わ
い
て
く
る
は
ず
で
あ
る
が
、
巷
に
は
こ
の
期
に
及

ん
で
も
教
育
勅
語
体
制
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な
い
人
が
少
な
か
ら
ず
い
る
。

　

富
国
強
兵
に
向
け
て
国
民
を
一
つ
の
方
向
に
向
か
わ
せ
る
上
で
、
教
育
勅
語
は
あ
る

期
間
有
効
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
多
く
の
国
民
か
ら
知
的
探
求
の
自
由
を
奪
っ
た
上
で

進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
国
民
は
去
勢
さ
れ
、
勅
語
に
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
自

分
の
生
き
方
を
糺
す
こ
と
な
く
、
勅
語
に
代
わ
る
も
の
を
自
ら
作
り
上
げ
る
力
を
獲
得

で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
名
残
は
現
存
し
て
い
る
。
理
に
背
い
て
も
法
に
反
す

る
こ
と
も
い
と
わ
ず
復
活
を
目
指
す
輩
の
活
動
に
比
べ
て
、
疑
問
を
持
つ
仲
間
の
足
並

み
の
弱
さ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

教
育
勅
語
の
崩
壊
は
敗
戦
に
よ
っ
て
自
然
に
来
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
育
基
本
法
が

公
布
さ
れ
た
か
ら
で
も
な
い
。だ
か
ら
衆
・
参
院
の
排
除
・
失
効
決
議
が
必
要
で
あ
っ
た
。

確
実
な
崩
壊
は
、
国
民
の
学
び
と
実
践
の
な
か
で
日
本
国
憲
法
が
定
着
し
、
教
育
基
本

法
（
一
九
四
七
年
版
）
が
守
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

油
断
が
過
ぎ
た
。
で
も
ま
だ
間
に
合
う
。
し
っ
か
り
読
ん
で
、
教
育
勅
語
の
息
の
根

を
止
め
よ
う
で
は
な
い
か
。

資料４

資料資料５５
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選
挙
は
水
物
だ
。
下
手
に
結
果
を
予
測
し
て
も
、
そ
れ
が
覆

さ
れ
る
可
能
性
は
常
に
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
韓
国
大
統
領

選
挙
の
状
況
を
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
報
道
を
通
し
て
み
る
限
り
、

「
共
に
民
主
党
」
の
文
在
寅
の
優
位
は
動
か
な
い
よ
う
に
思
え

る
。
対
立
候
補
か
ら
「
親
北
左
派
」
と
レ
ッ
テ
ル
貼
り
さ
れ
て

い
る
文
在
寅
が
大
統
領
に
な
れ
ば
、
現
在
の
東
ア
ジ
ア
の
政
治

状
況
は
「
劇
的
に
」
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
ゆ
っ
く
り
と
し

た
変
化
を
遂
げ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
米

中
露
首
脳
の
言
動
が
相
次
い
で
行
な
わ
れ
て
い
る
い
ま
、
そ
の

文
脈
の
中
に
「
可
能
性
と
し
て
の
文
在
寅
大
統
領
」
の
位
置
を

定
め
て
み
る
作
業
に
は
、（
慎
重
に
も
付
言
す
る
な
ら
、
万
一

そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
状
況

に
関
わ
る
思
考
訓
練
と
し
て
）
何
か
し
ら
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ

う
。

　

文
在
寅
は
、
廬
武
鉉
大
統
領
の
側
近
と
し
て
太
陽
政
策
を
推

進
し
た
経
験
を
も
つ
。
具
体
化
し
た
の
は
金
剛
山
観
光
、
開
城

工
業
団
地
、
京
義
線
と
東
海
線
の
鉄
道
・
道
路
連
結
、
離
散
家

族
再
会
な
ど
の
事
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
無
謀
極
ま
り
な

い
北
」
へ
の
融
和
策
と
し
て
、
対
立
者
か
ら
の
厳
し
い
批
判
に

さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
あ
ら
た
め
て
大
統
領
候
補
と
し
て
名
乗
り

を
上
げ
た
文
在
寅
は
、
ヨ
リ
「
現
実
的
」
に
な
っ
て
、
韓
国
軍

の
軍
事
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
朝
鮮
国
に
対
し
て

軍
事
的
に
厳
し
く
対
峙
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
る
。
注
目
す

べ
き
は
、そ
れ
が
、対
米
従
属
か
ら
の
一
定
の
離
脱
志
向
を
伴
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
朝
鮮
戦
争

以
来
、
韓
国
軍
の
指
揮
は
在
韓
米
軍
が
掌
握
し
て
き
た
。
平
時

の
指
揮
権
こ
そ
一
九
九
四
年
に
韓
国
政
府
に
委
譲
さ
れ
た
も
の

の
、
二
〇
一
二
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
有
事
の
指
揮
権
移
譲
は

何
度
も
延
期
さ
れ
た
ま
ま
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

文
在
寅
は
、
大
統
領
に
就
任
し
た
な
ら
ば
早
急
に
有
事
指
揮

権
の
韓
国
政
府
へ
の
委
譲
を
実
現
す
る
と
表
明
し
た
。
そ
れ
は

対
米
交
渉
を
伴
う
だ
ろ
う
が
、「
ア
メ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」

を
掲
げ
る
ト
ラ
ン
プ
に
は
、
世
界
の
ど
こ
に
あ
っ
て
も
米
国
が

軍
事
的
・
政
治
的
・
経
済
的
に
君
臨
し
続
け
る
こ
と
へ
の
執
着

が
な
い
。
韓
国
の
軍
事
力
の
強
化
を
代
償
と
し
て
、
在
韓
米
軍

の
撤
収
へ
の
道
が
開
か
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、

朝
鮮
国
指
導
部
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
と
重
な
っ
て
く
る
。

　

朝
鮮
国
・
韓
国
の
両
国
間
で
は
激
烈
な
言
葉
が
飛
び
交
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
朝
鮮
国
か
ら
は
、
あ
の
強
固
な
独
裁
体
制

下
で
の
下
部
の
人
び
と
の
「
忠
誠
心
競
争
」
の
表
わ
れ
で
あ
ろ

う
、
ヨ
リ
激
し
い
言
葉
を
競
い
合
う
よ
う
な
表
現
が
繰
り
出
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
底
流
で
は
、
戦
火
勃
発
に
至
ら
せ
な

い
た
め
の
、「
国
家
の
面
子
」
を
賭
け
た
駆
け
引
き
が
行
な
わ

れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
っ
て
同
時
的
に
進
行
し
て
い
る
い
く
つ

か
の
事
態
も
整
理
し
て
み
よ
う
。
四
月
二
七
日
に
行
な
わ
れ
た

プ
ー
チ
ン+

安
倍
晋
三
会
談
に
お
い
て
、
前
者
は
「
少
し
で
も

早
く
六
者
協
議
を
再
開
さ
せ
る
こ
と
だ
」
と
強
調
し
た
。
後
者

は
記
者
会
見
で
「
さ
ら
な
る
挑
発
行
為
を
自
制
す
る
よ
う
（
北

に
）
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
で
一
致
し
た
」
こ
と
に
重
点
を
お

の

夢
は
夜
ひ
ら
く
84

韓
国
大
統
領
選
挙
を
背
景
に
し
た
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
に
つ
い
て

み
た
び

い
て
、
語
っ
た
。

　

四
月
二
九
日
、
朝
鮮
は
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
実
験
を
行

な
っ
た
が
、
失
敗
し
た
と
伝
え
ら
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
に
い
た
安

倍
首
相
は
「
対
話
の
た
め
の
対
話
は
何
の
解
決
に
も
つ
な
が
ら

な
い
」、「
挑
発
行
動
を
繰
り
返
し
、
非
核
化
に
向
け
た
真
摯
な

意
思
や
具
体
的
な
行
動
を
全
く
示
し
て
い
な
い
現
状
に
鑑
み
れ

ば
、（
六
者
協
議
を
）
直
ち
に
再
開
で
き
る
状
況
に
な
い
」
と

断
言
し
た
。

　

四
月
三
〇
日
、
ト
ラ
ン
プ
は
「
若
く
し
て
父
親
を
亡
く
し
権

力
を
引
き
継
い
だ
金
正
恩
委
員
長
は
、
か
な
り
タ
フ
な
相
手
と

や
り
取
り
し
な
が
ら
、
や
っ
て
の
け
た
。
頭
の
切
れ
る
人
物
に

違
い
な
い
」
と
語
っ
た
。
翌
五
月
一
日
に
も
「
適
切
な
条
件
の

下
で
な
ら
、金
委
員
長
に
会
う
。
名
誉
な
こ
と
だ
」
と
ま
で
言
っ

た
。

　

さ
て
、五
月
三
日
付
け
の
「
夕
刊
フ
ジ
」
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
特
別
号
に
載
っ
た
首
相
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
で
の
発
言
は
次

の
よ
う
な
も
の
だ
。「
ト
ラ
ン
プ
の
北
朝
鮮
へ
の
覚
悟
は
本
物

か
」
と
問
わ
れ
て
「
間
違
い
な
い
。
す
べ
て
の
選
択
肢
が
テ
ー

ブ
ル
の
上
に
あ
る
こ
と
を
言
葉
と
行
動
で
示
す
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
の
姿
勢
を
高
く
評
価
す
る
」。「
軍
事
的
対
応
も
テ
ー
ブ
ル
の

上
に
あ
る
か
」
と
の
問
い
に
は
「
ま
さ
に
す
べ
て
の
選
択
肢
が

テ
ー
ブ
ル
の
上
に
あ
る
。
高
度
な
警
戒
・
監
視
行
動
を
維
持
す

る
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
「
成
果
」
が
、
ミ
サ
イ
ル
発
射
時

の
東
京
メ
ト
ロ
の
一
時
運
行
停
止
や
、
内
閣
官
房
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
に
「
核
爆
発
時
の
対
応
の
仕
方
」
を
注
意
事
項
と
し
て
掲

げ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
以
上
わ
た
し
の
言
葉
を
詳
し
く
重
ね
る
必
要
は
な
い
だ

ろ
う
。
当
事
国
も
超
大
国
も
、
駆
け
引
き
は
あ
っ
て
も
、
朝
鮮

半
島
の
和
平
に
向
け
て
「
暴
発
」
や
「
偶
発
的
衝
突
」
を
回
避

す
る
た
め
の
姿
勢
を
一
定
は
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

平
和
に
向
け
て
の
姿
勢
を
い
っ
さ
い
示
さ
ず
、
む
し
ろ
緊
張
を

煽
り
た
て
て
い
る
の
は
、
二
〇
二
〇
年
の
改
憲
を
公
言
し
た
日

本
国
首
相
ひ
と
り
で
あ
る
。  

（
５
月
５
日
記
）
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安
倍
靖
国
参
拝
違
憲
訴
訟
、
史
上
最
悪
の
厚
顔
無
恥
判
決
出
る

井
堀
哲
（
訴
訟
弁
護
団
事
務
局
長
）

の
被
侵
害
利
益
を
全
面
的
に
否
定
し
た
。「
平
成
一
八
年
判
決
」

は
、
二
〇
〇
一
年
八
月
に
小
泉
元
首
相
が
靖
国
神
社
参
拝
し
た

訴
訟
の
最
高
裁
判
決
の
一
つ
で
「
内
閣
総
理
大
臣
の
地
位
に
あ

る
者
が
靖
國
神
社
を
参
拝
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
人
の
信

仰
生
活
等
に
対
し
て
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
よ
う
な
性
質
の
も

の
で
は
な
い
か
ら
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
」と
し
て
、首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
を
免
責
し
た
判
決
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
原
告
ら
は
、
安
倍
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
に
関

す
る
言
動
、
安
倍
政
権
が
立
憲
主
義
の
破
壊
行
為
や
武
器
輸
出

禁
止
三
原
則
の
原
則
撤
廃
等
の
諸
政
策
を
実
施
し
、
自
ら
東
ア

ジ
ア
の
緊
張
状
況
等
を
惹
起
し
て
い
る
こ
と
等
を
主
張
立
証
し
、

「
小
泉
参
拝
と
安
倍
参
拝
は
全
く
異
な
る
」
と
主
張
し
た
。
し
か

し
本
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
情
勢
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
首
相
が
靖

国
神
社
に
参
拝
し
て
も
何
ら
の
問
題
も
な
い
と
言
っ
て
の
け
た
。

　

第
三
に
、
上
記
の
安
倍
談
話
を
「
不
戦
の
誓
い
」「
恒
久
平

和
へ
の
誓
い
」
と
持
ち
上
げ
て
、
平
和
的
生
存
権
を
否
定
し
た
。

つ
ま
り
、
安
倍
談
話
は
過
去
の
戦
争
の
痛
切
な
反
省
の
上
で
、

不
戦
の
誓
い
を
堅
持
す
る
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、「
少
な
く
と
も

こ
れ
を
素
直
に
読
ん
だ
者
か
ら
は
」
安
倍
首
相
が
本
件
参
拝
に

よ
っ
て
恒
久
平
和
へ
の
誓
い
を
立
て
た
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
、

こ
れ
に
よ
っ
て
国
際
的
緊
張
を
高
め
て
軍
事
的
衝
突
を
引
き
起

こ
す
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
断
言
し
た
。
あ

た
か
も
、
原
告
ら
が
ひ
ね
く
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
参
拝
で
平

和
が
脅
か
さ
れ
る
等
と
大
げ
さ
に
捉
え
る
の
だ
、
と
言
わ
ん
ば

か
り
で
あ
る
。

　

こ
の
岡
崎
判
決
は
、
安
倍
首
相
に
対
し
「
大
将
、
こ
ん
な
の

書
き
ま
し
た
ぜ
！
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
厚
顔
無
恥
な
「
手
も

み
す
り
寄
り
判
決
」
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。

　

原
告
団
及
び
弁
護
団
は
控
訴
し
、
安
倍
首
相
に
す
り
寄
る
司

法
の
醜
さ
を
白
日
の
下
に
さ
ら
し
、
徹
底
的
に
糾
弾
す
る
こ
と

を
決
意
し
た
。

一
、
判
決
の
内
容

　

四
月
二
八
日
（
金
）
午
後
四
時
三
〇
分
、
東
京
地
方
裁
判

一
〇
三
号
法
廷
（
民
事
６
部
岡
崎
克
彦
裁
判
長
）
で
安
倍
靖
国

神
社
参
拝
違
憲
訴
訟
第
一
審
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
。

　

原
告
ら
の
請
求
を
す
べ
て
棄
却
（
一
部
却
下
）
し
、
憲
法
判

断
を
回
避
し
、
さ
ら
に
安
倍
首
相
を
「
平
和
の
使
者
」
で
あ
る

か
の
如
く
持
ち
上
げ
る
内
容
の
史
上
最
悪
の
判
決
で
あ
っ
た
。

　

今
や
司
法
権
が
、
安
倍
政
権
の
暴
走
に
歯
止
め
を
か
け
る
ど

こ
ろ
か
、
同
政
権
の
司
法
介
入
を
受
け
て
そ
の
意
向
を
忖
度
し
、

こ
れ
に
媚
び
へ
つ
ら
う
状
況
が
顕
著
に
な
っ
た
。
正
に
「
絶
望

の
裁
判
所
」
を
体
現
し
た
よ
う
な
判
決
で
あ
っ
た
。

二
、
訴
訟
の
概
要

　

こ
の
訴
訟
は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
六
日
に
安
倍
首
相
が
、

靖
国
神
社
に
参
拝
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
二
〇
一
四
年
四
月
（
第

一
次
）、
同
年
一
〇
月
（
第
二
次
）、
総
勢
六
三
三
名
、
日
本
人

の
み
な
ら
ず
、
中
国
、
韓
国
、
ド
イ
ツ
、
香
港
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
カ
ナ
ダ
等
の
原
告
ら
が
、
安
倍
首
相
、
靖
国
神
社
、
国

を
被
告
と
し
て
、①
参
拝
行
為
（
参
拝
受
入
行
為
）
の
差
し
止
め
、

②
違
憲
確
認
、
③
損
害
賠
償
請
求
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

三
、
奇
妙
な
審
理
の
経
緯

　

本
件
訴
訟
は
以
下
の
よ
う
な
奇
妙
な
経
過
を
た
ど
っ
た
。

　

大
規
模
訴
訟
で
あ
り
社
会
的
な
注
目
度
の
高
い
訴
訟
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
長
（
谷
口
園
江
）
は
、「
当
事
者
の
訴

え
は
尋
問
で
聞
く
」
と
し
て
口
頭
弁
論
毎
の
原
告
意
見
陳
述
を

拒
む
姿
勢
を
終
始
崩
さ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
原

告
団
と
弁
護
団
の
粘
り
と
工
夫
に
よ
っ
て
結
果
と
し
て
、
八
名

の
意
見
陳
述
と
一
六
名
の
当
事
者
尋
問
を
獲
得
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
当
事
者
尋
問
終
了
後
、
あ
と
は
最
終
準
備
書
面
の

提
出
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
突
如
と

し
て
裁
判
長
が
交
代
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
た
に
裁
判
長
と

な
っ
た
の
は
、
岡
崎
克
彦
。
任
官
後
、
ほ
ぼ
東
京
地
裁
と
最
高

裁
を
往
復
し
か
し
て
い
な
い
華
麗
な
る
異
動
履
歴
の
持
ち
主
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
最
高
裁
の
秘
蔵
っ
子
、
ス
ー
パ
ー
エ
リ
ー
ト

で
あ
り
、
順
調
に
い
け
ば
最
高
裁
判
事
へ
と
上
り
詰
め
る
人
物

で
あ
ろ
う
。
交
代
後
、
裁
判
長
は
、
結
審
し
て
判
決
を
言
い
渡

す
意
向
を
示
し
た
が
、
原
告
ら
が
激
し
く
抵
抗
し
た
た
め
、
異

例
で
は
あ
る
が
、
再
度
の
当
事
者
尋
問
（
別
途
の
原
告
二
名
）

と
外
国
人
原
告
二
名
の
意
見
陳
述
を
勝
ち
取
っ
た
。
弁
護
団
と

し
て
も
、
少
な
か
ら
ず
希
望
的
観
測
と
手
応
え
を
感
じ
て
判
決

に
臨
ん
だ
。

四
、
想
像
を
絶
す
る
「
す
り
寄
り
手
も
み
」
判
決

　

し
か
し
、
岡
崎
裁
判
長
の
書
い
た
判
決
は
想
像
を
絶
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　

第
一
に
、
判
決
の
前
提
と
な
る
「
認
定
事
実
」
と
し
て
、
靖

国
神
社
が
日
本
の
侵
略
戦
争
に
関
し
て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い

て
は
全
く
言
及
せ
ず
、
他
方
で
参
拝
後
の
安
倍
首
相
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
と
談
話
（
そ
こ
で
は
「
不
戦
の
誓
い
」
を
行
っ
た
と
述

べ
て
い
る
）
を
全
面
的
に
取
り
上
げ
た
。

　

第
二
に
、
悪
名
高
い
最
高
裁
判
決
（
平
成
一
八
年
判
決
）
の

先
例
的
意
義
を
肯
定
し
、
そ
の
射
程
範
囲
を
広
げ
て
、
原
告
ら
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〈
11
・
20
〉
デ
モ
破
壊
許
さ
ず
、
６
・
３
「
帰
っ
て
き
た
天
皇
制
い
ら
な
い
デ
モ
」
へ
！

天
皇
制
反
対
派
は
今
こ
そ
総
結
集
を
！

井
上
森
（
６
・
３
帰
っ
て
き
た
天
皇
制
い
ら
な
い
デ
モ
実
行
委
員
会
）

で
し
ょ
う
。

　

昭
和
Ｘ
デ
ー
闘
争
は
、
明
仁
天
皇
に
自
粛
状
況
を
断
念
さ
せ
る

こ
と
に
は
成
功
し
ま
し
た
。
八
八
年
〜
八
九
年
に
「
悲
し
み
の
共

同
体
」
を
強
い
た
天
皇
制
の
「
圧
」（
私
に
と
っ
て
は
想
像
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
が
）
か
ら
は
、
一
応
、
解
放
さ
れ
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、「
平
和
」
や
「
権
利
」、あ
る
い
は
「
福
祉
」
の
フ
レ
ー

ム
を
立
て
る
際
の
主
導
権
を
、
圧
倒
的
に
天
皇
制
に
奪
わ
れ
て
い

る
こ
の
現
状
に
、
八
九
年
の
闘
い
は
ど
う
応
答
す
る
の
か
？　

そ

れ
は
、「
平
和
」
も
「
権
利
」
も
「
福
祉
」
も
極
め
て
危
機
的
な

状
況
に
あ
る
今
日
、
よ
り
切
実
な
も
の
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
投

げ
出
さ
れ
た
問
い
で
あ
る
は
ず
で
す
。

■
「
平
成
代
替
り
」
反
対
！　

６
・
３
吉
祥
寺
へ
総
結
集
を
！

　

一
九
八
八
年
、
昭
和
天
皇
在
位
五
〇
年
記
念
事
業
と
し
て
、
立

川
に
昭
和
記
念
公
園
が
開
園
し
、
裕
仁
が
式
典
に
出
席
し
ま
し
た
。

反
対
運
動
の
取
組
み
は
周
囲
か
ら
「
天
皇
制
は
嵐
み
た
い
な
も
の
。

我
慢
す
れ
ば
過
ぎ
去
る
」「
玉
砕
主
義
だ
」
と
随
分
い
わ
れ
た
そ

う
で
す
。
し
か
し
、蓋
を
開
け
て
み
れ
ば
問
題
に
思
っ
て
い
た
人
々

は
割
と
い
て
、反
対
運
動
も
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、大
変
で
は
あ
っ

た
け
ど
笑
顔
も
あ
っ
た
、
そ
ん
な
闘
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

も
は
や
歴
史
の
範
疇
に
入
る
ほ
ど
の
過
去
の
話
で
す
が
、
大
切

な
教
訓
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。「
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ
て
み
る

の
は
大
事
」
と
い
う
こ
と
。「
多
少
の
勇
気
は
ど
う
し
て
も
必
要
」

と
い
う
こ
と
。「
意
外
と
い
い
結
果
が
待
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
い
う
こ
と
。
昭
和
Ｘ
デ
ー
闘
争
で
シ
ン
プ
ル
に
開
花
し
た

こ
の
精
神
に
、
私
た
ち
は
何
度
で
も
立
ち
返
れ
る
は
ず
で
す
。

　
〈
11
・
20
〉
に
参
加
し
た
方
、
参
加
さ
れ
な
か
っ
た
方
、
ま
だ

一
度
も
反
天
皇
デ
モ
に
参
加
し
た
こ
と
の
な
い
方
に
も
呼
び
か
け

ま
す
！　

私
た
ち
自
身
の
息
苦
し
さ
、
あ
る
い
は
こ
の
社
会
の
不

正
義
の
原
因
の
何
が
し
か
が
天
皇
制
に
由
来
し
て
い
る
と
感
じ
て

い
る
方
は
、
六
月
三
日
、
午
後
一
時
、
吉
祥
寺
・
井
の
頭
公
園
三

角
広
場
へ
！　

総
結
集
を
！

■
六
月
三
日
、
吉
祥
寺
に
「
天
皇
制
い
ら
な
い
デ
モ
」
が
帰
っ
て

く
る
！

　

本
紙
に
ビ
ラ
も
同
封
し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
六
月
三
日
に

「
帰
っ
て
き
た
天
皇
制
い
ら
な
い
デ
モ
」
を
開
催
し
ま
す
。「
帰
っ

て
き
た
」
と
は
無
論
、
ケ
チ
ョ
ン
ケ
チ
ョ
ン
に
右
翼
に
破
壊
さ
れ

た
昨
年
一
一
月
二
〇
日
の
「
天
皇
制
い
ら
な
い
デ
モ
」
が
帰
っ
て

き
た
の
で
す
。

　

昨
年
一
一
月
の
デ
モ
は
、
八
月
の
天
皇
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
て

「
退
位
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
廃
止
だ
ろ
」
と
意
見
が
一
致
し
た
、
三
多

摩
の
仲
間
た
ち
で
計
画
し
た
も
の
で
し
た
。
百
名
が
参
加
し
た
デ

モ
は
右
翼
の
襲
撃
で
滅
茶
苦
茶
、
車
の
ガ
ラ
ス
は
割
ら
れ
、
ト
ラ

メ
は
壊
さ
れ
、
プ
ラ
カ
ー
ド
は
全
滅
…
…
、
と
い
う
の
は
皆
さ
ん

ご
存
知
の
通
り
で
す
。

　

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
物
損
カ
ン
パ
の
お
願
い
に
は
全
国
か
ら

二
〇
〇
口
・
一
二
〇
万
円
を
超
え
る
カ
ン
パ
を
頂
き
ま
し
た
。
二

月
か
ら
集
め
始
め
た
抗
議
声
明
へ
の
賛
同
も
、
六
〇
〇
を
超
え
る

個
人
・
団
体
に
名
を
連
ね
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
反
撃
の
声
に
後
押
し
さ
れ
て
、
実
行
委
員
会
で
は
、

六
月
三
日
と
い
う
喜
ば
し
い
日
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
あ
と
は
一
人
で
も
多
く
の
皆
さ
ん
に
参

加
し
て
も
ら
う
だ
け
で
す
。
ぜ
ひ
、
お
手
製
の
プ
ラ
カ
ー
ド
を
、

私
物
の
メ
ガ
ホ
ン
を
、
団
体
旗
を
持
ち
寄
っ
て
く
だ
さ
い
。
暴
力

で
破
壊
さ
れ
た
天
皇
制
反
対
デ
モ
を
何
倍
も
の
結
集
で
跳
ね
返
す

こ
と
は
可
能
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
喜
び
を
共
に
分
か
ち
合

う
こ
と
の
で
き
る
こ
と
を
想
像
す
る
だ
け
で
、
今
か
ら
胸
が
高
鳴

り
ま
す
。

■
昭
和
Ｘ
デ
ー
闘
争
の
遺
産
と
現
代
の
危
機
の
な
か
で

　

私
が
参
加
し
て
い
る
立
川
テ
ン
ト
村
の
事
務
所
に
は
、
古
い
書

籍
や
パ
ン
フ
類
が
眠
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
Ｘ
デ
ー
闘
争
で
全
国

津
々
浦
々
、
大
小
様
々
な
対
抗
ア
ク
シ
ョ
ン
が
行
な
わ
れ
た
こ
と

を
知
る
事
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
た
記
録
に
目
を
通
す
こ
と
は
、

驚
き
と
喜
び
に
満
ち
た
時
間
で
す
。

　

対
抗
行
動
は
把
握
で
き
る
だ
け
で
も
全
国
三
〇
〇
か
所
・
一
万

人
以
上
が
参
加
し
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
参
加
人
数
は
一
桁

違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
同
時
代
的
に
い
え
ば
福
島
事
故
以
降

の
反
原
発
運
動
に
似
た
ス
タ
イ
ル
と
匂
い
を
感
じ
ま
す
。
記
録
に

は
「
創
意
工
夫
に
満
ち
た
」「
人
々
が
主
体
的
に
」「
地
域
や
環
境

の
違
い
に
あ
っ
た
や
り
方
で
」
と
い
う
文
字
が
踊
り
ま
す
。

　

昭
和
Ｘ
デ
ー
闘
争
が
、「
反
自
粛
」
と
「
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
戦
争
責
任
」

を
主
要
テ
ー
マ
に
し
な
が
ら
も
、
決
し
て
そ
こ
だ
け
に
留
ま
ら
な

い
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
す
。
当
時
の
デ
モ
の

記
録
写
真
に
う
つ
る
プ
ラ
カ
ー
ド
に
は
、
性
、
民
主
主
義
、
国
家
、

差
別
、
自
由
、
宗
教
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

天
皇
制
が
持
つ
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
ま
っ
た
く
克
服
さ
れ
て
い

な
い
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
ひ
ど
い
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
も

の
さ
え
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
問
題
は
、
こ
の
時
な
に
が
解
き
放

た
れ
、
な
に
を
取
り
こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
か
、
に
あ
る
と
言
え
る
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皇室会議で意見を聴いた上で公布から三年を超え
ない範囲で政令で定める。

　退位後の天皇・皇后については、最高権威とな
る新天皇に配慮しつつ、しかし退位後も「降格」
イメージとならないような呼称・敬称が選ばれた。
そして、同じ理由で、死亡すれば「大喪の礼」、墓
は「陵」。また、皇族では持てない補佐機関も「上
皇職」と名を変えて持ちつづける。要するに退位
しても単なる皇族扱い、ましてや「ただの人」で
はないのだ。報道によれば、予算も内廷費対象と
いうから格別である。天皇はやめてもほぼ同じ待
遇・身分であれば、天皇が二人いるのと同じでは
ないか。
　さらに、退位後の天皇・皇后、新天皇、そして
後述する秋篠宮の待遇については、居住場所の変
更にともなう経費、「身分相応」の予算、補佐機関
の再編など、それに伴う財政的な変更・取り決め
も必要になってくる。いまは取りざたされていな
い皇室経済法の変更も俎上にあがってくるに違い
ない。
　社会保障・セーフティネットの格下げを余儀な
くされているこの社会で、特権階級は庶民感覚で
は想像もできないほどの税金を使って世代交代を
行う。この身分制度を象徴として残し続ける根拠
は、憲法の天皇条項にしかないが、その憲法をす
ら踏みにじる天皇と政府。このような天皇制を日
本の伝統・文化と呼び、制度として残すことは、
道義的にも制度的にも間違っている。

　●めざされる格差是認社会

　天皇退位・新天皇即位後、皇太子不在の事態と
なる。「皇位」継承者は皇太子の弟・秋篠宮、そ
の次がその息子の悠仁と控えており、「皇太子不
在」そのものは制度的に大きな問題とはならな
い。政府は、次なる継承者である秋篠宮の呼称と
して、候補に上がっていた皇太子や皇太弟はつか
わず、「秋篠宮家」を存続させる方向だ。しかし、
公式な場で使うための呼称を新たに定め、「皇嗣」、
敬称を「殿下」として、皇太子待遇に「格上げ」
する方向で調整に入っているという。秋篠宮が次
の天皇となる身分にあることを明確に示すためで
あることも明らかにされている。英訳は「Crown 
Prince」。すなわち皇太子である。「他の皇族より
も格が上であると明確にする必要がある」という
から、あからさまな話だ。

　予算も皇太子待遇だ。これまでなかった秋篠宮
家の補佐機関を「皇嗣職」として設けることも検
討が始まり、そのための予算もつけられる。そう
いった関連予算の引き上げは、「皇族費」の増額で
対応するという。皇室の構成はより差別化が図ら
れ、身分によって呼称・敬称・予算が違うことを
明確にし、法律で定める。これがいま進められて
いる「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の
実体である。また、この一連の事態をめぐる報道
によって、格差・身分社会を容認させる空気が醸
成されている現実も、見逃せない。

●法案の上程と成立を許さず、抗議の声を !

結局、この天皇の代替わりとは、皇室内部の身
分を再編し、「格の高い」身分を増やし、庶民のな
けなしの税金が湯水のように使われる、という話
だ。
　こういったことのすべてが、天皇による「生前
退位」の意向表明から始まり、天皇の意思を「忖
度」する議会や「有識者・専門家」たちによって、
政治的な水面下の動きとも絡み合いながら、進め
られてきた結果だ。私たちがいま目にしているこ
とは、憲法も民主主義も当たり前のように踏みに
じられている現実である。
　政府は五月二〇日前後にはこの特例法案を上程
し、今国会中に「全会一致で成立」させたい考え
であるという。そして、天皇「退位」と新天皇「即
位」は二〇一八年一二月中に、「改元」は一九年元
旦に、という方向で検討に入っているという。「国
民の理解と共感」を全面に出しながら、「国民」に
ひろく意見を聴くことなど一度たりともなく、国
会審議すらまとも行わなおうとしない。ただ「早
期成立をめざす」という。天皇課題をめぐり、国
会で議論する事自体を「不敬」とするこの国の「常
識」が、問答無用でこの事態を動かしているのだ。
 天皇（制）が抱える、これから始まるだろう「安
定的皇位継承」という問題もまだ残っている。こ
のことについても、私たちは今後、声を上げてい
きたい。天皇の、「皇室典範」改正を自らの意志
で迫る、あるいは、天皇制の「未来像」を、天皇
主導で確定していこうとする、象徴天皇制として
明確な違憲行為。そのことによって、議会・言論
界が動くこの社会の非民主主義的なありよう。そ
のすべてに批判の声を ! こんな天皇制はいらない、
の声を上げていこう !



13 ●反天皇制運動Alert

●「国民の理解と共感」というデタラメ !

 　「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の全
体像が見えてきた。法案名が最終的にこれに落ち
着いたのは四月二六日。政府がこだわった「今上
天皇」や「天皇陛下」が削除され、付則が「皇室
典範の特例として天皇の退位について定める特例
法は皇室典範と一体を成す」と修正されることで、

「一代限り」の意味を緩和したことによるという。
以下でその概要を見てみよう。
　一条には、天皇が被災地訪問などについて、高
齢を理由に、今後これらの活動を自ら続けること
が困難となることを「深く案じておられる」との
事情を記し、その「お気持ち」への「国民の理解
と共感」により、退位を成立させるといったこと
が盛りこまれるという。
　天皇の勝手な事情から「国民」が天皇の退位希
望を忖度し、「国民の理解と共感」によって退位と
する ?
　こんな条文から始まる法律自体が許しがたい。
まずもって、憲法はこのような「象徴」と「国民」
の関係のあり方を認めてはいない。また、私たち
は「理解と共感」などしていないし、それを求め
られてもいない。何よりも、退位を決めた主体・
責任者は一体どこにあるというのか。
　そしてこの一文によって、天皇の意向で法改正

（「特例法」）に至った経緯 = 天皇の国政関与という
憲法違反を帳消しにするというのだから、その稚
拙な隠蔽工作も含め、天皇と政府による立憲主義
破壊は甚だしい。私たちは、天皇の「退位」の意
向表明は「皇室典範」改正の要求を意味し、天皇
が国政に関与することを禁止する憲法に違反して
いることを訴えてきた。このことは、少なくない
人びとによっても指摘されている。第一条は、こ
ういった天皇の違憲行為を指摘し抗議する声を封

印し、「国民の理解と共感」という虚妄あるいは妄
想で正当化しようとする詐欺のような条文である。
そのうえ、政府関係者には「天皇の意思ではなく、
国民の理解と共感に基づくなら、退位可能という
先例になる」と指摘するものもあるという。天皇
の意思を忖度する、虚構の「国民の理解と共感」を、
今後も勝手な政治のエクスキューズに使おうとい
うのだ。

　●身分差別と天皇の違憲行為

　特例法二条以下の概略は以下のとおり。
　第二条「天皇が退位し、皇位継承順位第一位の
皇嗣（皇太子）が直ちに即位する」旨を明記。
　第三条、退位後の天皇を「上皇」、皇后を「上皇
后」と定める。敬称はいずれも「陛下」とする。

　「上皇」は「太上天皇」の略称だが、「太上」は無上、
至上を意味し、天皇と上下関係が出てしまうので

「上皇」で収めるという。天皇を至上とするヒエラ
ルヒーが、ここで再確認される。
　以下は、法案を構成する内容として、いま明ら
かになっている項目だ。

・「上皇家」を補佐する機関として「上皇職」を新
たに設ける。
・「皇統譜」に新しい称号となる「上皇」「上皇后」
を登録する。
・上皇が逝去した際は天皇と同じ「大喪の礼」を
行う。
・上皇、上皇后は天皇、皇后と同じ「陵」に埋葬。
・上皇は皇位継承や摂政の対象とならず、皇室会
議の議員にならない。
・養子をとれず皇籍離脱をできない。
・退位の日付にあたる特例法の施行日は、首相が

【反天連からのよびかけ】03
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」!?

違憲の法律はいらない !
天皇は憲法違反の象徴 !!

2017 年 4 月 28 日
反天皇制運動連絡会
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四
月
二
三
日
、
私
は
「
天
皇
代
替
わ
り
を
撃
つ
！
連
続
講
座
（
主

催
反
戦
反
天
皇
制
労
働
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
で
発
言
。
テ
ー
マ
は

「『
生
前
退
位
』
と
立
憲
主
義
」。
私
は
そ
こ
で
「
国
政
に
関
す
る
権

能
を
有
し
な
い
」、
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
儀
礼
的
な
「
国
事
行
為
」

の
み
が
許
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
象
徴
天
皇
。
そ
の
天
皇
の
ス
ト
レ
ー

ト
な
マ
ス
コ
ミ
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
政
府
を
動
か
し
、「
特

例
法
」
が
作
ら
れ
る
（
天
皇
の
発
議
に
よ
る
法
づ
く
り
）
と
い
う

公
然
た
る
憲
法
違
反
行
為
に
正
面
か
ら
天
皇
批
判
の
声
が
上
げ
て

は
い
な
い
こ
と
が
大
問
題
と
訴
え
た
。
護
憲
派
憲
法
学
者
の
批
判

の
声
す
ら
な
く
全
マ
ス
コ
ミ
が
、
こ
ぞ
っ
て
そ
れ
を
大
肯
定
し
て

い
る
。「
昭
和
」
の
Ｘ
デ
ー
（
代
替
り
）
の
時
は
、「
平
和
天
皇
」

ヒ
ロ
ヒ
ト
を
歴
史
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
明
白
な
天
皇

制
の
侵
略
戦
争
責
任
を
隠
蔽
し
、
批
判
を
タ
ブ
ー
に
す
る
状
況
が

現
出
し
た
。
今
度
の
「
平
成
代
替
り
」
が
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の

は
「
護
憲
天
皇
」
と
し
て
、マ
ス
コ
ミ
に
（
特
に
護
憲
派
の
そ
れ
に
）

も
て
は
や
さ
れ
て
き
た
ア
キ
ヒ
ト
天
皇
の
公
然
た
る
憲
法
違
反
の

行
為
と
い
う
問
題
を
隠
蔽
す
る
、
天
皇
の
人
権
を
守
れ
と
い
う
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
拡
大
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
「
昭
和
」
の
時
も
、天
皇
「
戦
争
責
任
」
ア
リ
の
声
は
、

シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
き
れ
ず
に
、
一
部
マ
ス
コ
ミ
に
も
噴
出
し
た

（
議
会
の
中
で
共
産
党
の
人
々
も
声
を
あ
げ
、
不
当
に
も
処
分
さ
れ

る
と
い
う
事
態
も
あ
っ
た
。
本
島
長
崎
市
長
の
公
然
た
る
声
も
突

出
し
た
）。

　

今
回
も
、「
違
憲
」
と
い
う
声
も
、
部
分
的
に
は
マ
ス
コ
ミ
に
露

出
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
天
皇
の
公
務
の
負
担

軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
の
「
最
終
報
告
」
を
紹
介
し
て

い
る
四
月
二
二
日
の
『
産
経
新
聞
』
に
は
こ
う
あ
る
。

　
「
た
だ
、
最
終
報
告
に
至
る
努
力
と
そ
の
中
身
は
う
べ
な
え
て
も
、

天野恵一

「
生
前
退
位
」
と
元
号
（
法
）

│
〈
壊
憲
天
皇
明
仁
〉
そ
の
９

今
回
の
譲
位
論
議
の
発
端
が
、
い
か
に
特
異
だ
っ
た
か
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
／
『
陛
下
の
お
言
葉
は
か
な
り
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な

形
で
出
た
。
憲
法
違
反
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
識
は
、
メ
ン
バ
ー

み
ん
な
ど
こ
か
に
あ
っ
た
と
思
う
』」（
傍
線
引
用
者
）。
こ
の
レ
ポ
ー

ト
は
、
私
に
、『
週
刊
新
潮
』（2016

年9/15

号
）
の
「『
お
言
葉
』

は
『
違
憲
か
暴
走
』
と
断
じ
る
皇
室
記
者
の
失
望
」
を
想
起
さ
せ
る
。

　

そ
こ
に
は
、
多
く
の
皇
室
記
者
が
、
本
当
は
天
皇
が
「
憲
法
を

踏
み
越
え
て
」
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
に
、
と
ま
ど
っ
て
い

る
様
が
レ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
た
。
安
倍
政
権
の
改
憲
を
支
持
し
て

い
る
神
権
主
義
天
皇
（
右
派
）
メ
デ
ィ
ア
の
方
に
は
、
違
憲
論
が
、

か
な
り
公
然
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
護
憲
派
メ
デ
ィ
ア
が
沈
黙

（
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
積
極
的
に
迎
合
）
し
、改
憲
派
の
右
派
メ
デ
ィ

ア
の
方
に
違
憲
論
が
露
出
し
て
い
る
。

　

日
本
国
憲
法
九
九
条
の
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
者
の
ト
ッ
プ
は
天

皇
で
あ
る
。
人
々
の
権
利
を
守
る
た
め
政
府
権
力
者
た
ち
を
制
限

す
る
〈
立
憲
主
義
〉
の
原
則
が
、
こ
こ
に
も
キ
チ
ン
と
示
さ
れ
て

い
る
。
天
皇
の
発
議
に
よ
る
法
律
づ
く
り
は
、
立
憲
主
義
の
公
然

た
る
破
壊
（
遵
守
義
務
違
反
）
で
あ
る
。
立
憲
主
義
思
想
な
ど
前

提
に
し
て
い
な
い
右
派
メ
デ
ィ
ア
違
憲
論
は
、
天
皇
は
生
き
て
存

在
し
て
い
る
だ
け
で
尊
い
の
だ
か
ら
、
生
前
退
位
制
度
は
い
ら
な

い
と
い
う
判
断
か
ら
の
、
皮
肉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
立

憲
主
義
破
壊
を
正
面
か
ら
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
彼
等

の
立
場
は
反
立
憲=

天
皇
〈
国
家
〉
主
義
な
の
で
あ
る
か
ら
）。
こ

れ
に
対
し
て
、
安
倍
政
権
の
「
戦
争
法
づ
く
り
を
「
立
憲
主
義
」

破
壊
と
強
く
批
判
し
て
き
た
護
憲
派
（
メ
デ
ィ
ア
）
の
こ
の
〈
壊
憲
〉

状
況
へ
の
迎
合
は
ど
う
だ
。

　

こ
の
事
態
を
象
徴
し
て
い
る
の
は
、
国
会
ス
タ
ー
ト
時
の
玉
座

か
ら
天
皇
の
「
お
言
葉
」
と
い
う
違
憲
の
「
公
務
」
を
認
め
て
し
ま
っ

た
共
産
党
が
、
さ
ら
に
「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」
と
い
う
機
関
紙
の
日

付
に
元
号
を
併
記
す
る
こ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ
、
こ
の
四
月
一
日
か

ら
開
始
し
た
事
で
あ
る
。
赤
旗
は
、「『
一
世
一
元
』
は
、
主
権
在

民
の
実
法
下
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
し
て
一
九
七
九
年
の
元
号

法
「
法
制
化
」
に
反
対
し
て
き
た
が
元
号
の
「
慣
習
的
使
用
」
に

ま
で
反
対
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
し
、「
昭
和
天
皇
の
死
去
し
た

一
九
八
九
年
一
月
七
日
ま
で
は
」
併
記
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
元

に
も
ど
っ
た
だ
け
だ
と
正
当
化
し
て
い
る
。
天
皇
元
号
は
「
国
民

主
権
」
に
対
立
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
戦
後
憲
法
下
で
、
法
的
根
拠

を
失
っ
た
状
況
に
な
っ
た
が
、
Ｘ
デ
ー
（
改
元
）
を
意
識
し
て
「
元

号
法
」
が
つ
く
ら
れ
た
の
だ
。
昭
和
の
Ｘ
デ
ー
の
時
、
併
記
を
や

め
た
の
は
、
天
皇
制
の
時
間
に
よ
る
支
配
の
反
民
主
主
義
的
性
格

を
強
く
あ
ら
た
め
て
自
覚
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
今
度

の
開
始
さ
れ
た
「
平
成
Ｘ
デ
ー
」
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
で
、
ど
う
し

て
元
号
使
用
が
復
活
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。「
元
号
」
の

持
つ
政
治
的
性
格
に
、
ど
の
よ
う
な
変
化
も
な
い
の
に
。

　

奥
平
康
弘
は
、
昭
和
天
皇
Ｘ
デ
ー
「
フ
ィ
ー
バ
ー
」
下
で
書
か

れ
た
「
日
本
国
憲
法
と
『
内
な
る
天
皇
制
』」（『
世
界
』
八
九
年
一

月
号
）
で
、
こ
う
鋭
く
元
号
法
を
批
判
し
て
い
る
。

　
「
元
号
法
成
立
過
程
に
あ
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
明
が
な
さ
れ

て
い
た
が
、
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
要
す
る
と
こ
ろ
、

「『
天
皇
は
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
』
で

あ
る
の
だ
か
ら
、『
国
家
の
象
徴
』
の
在
任
期
間
に
合
わ
せ
て
暦
を

作
り
か
え
る
こ
と
こ
そ
、
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
尽

き
る
」（『
昭
和
の
終
焉
』〈
岩
波
新
書
〉
所
収
）。
こ
れ
を
認
め
れ
ば
、

こ
の
「
国
家
の
象
徴
」
と
い
う
内
容
不
明
の
文
言
に
か
こ
つ
け
て

支
配
者
は
な
ん
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
戦
前
の
「
国

体
」
と
同
じ
、
濫
用
が
必
然
で
「
行
き
つ
く
先
は
、
憲
法
的
秩
序

の
混
乱
も
し
く
は
崩
壊
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
自
身

は
こ
う
し
た
自
殺
的
や
り
か
た
を
容
認
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ

る
」（
同
掲
）。

　
「
平
成
の
代
替
わ
り
」
状
況
の
中
で
現
出
し
て
い
る
の
は
護
憲
派
、

立
憲
主
義
の
自
壊（
自
殺
）で
あ
る
。
さ
て
、私
た
ち
は
、ど
う
す
る
。

11
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【
４
月
１
日
】

元
号
◆
共
産
党
の
機
関
紙
「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」

が
紙
面
で
、
約
28
年
ぶ
り
に
元
号
表
記
を
復
活

さ
せ
る
。

【
４
月
２
日
】

明
仁
、美
智
子
◆
皇
居
外
周
の
歩
道
を「
お
忍
び
」

で
散
策
。

【
４
月
３
日
】

「
日
の
君
」
処
分
◆
大
阪
府
立
支
援
学
校
の
卒
業

式
で
、「
君
が
代
斉
唱
」
時
に
起
立
し
て
歌
わ
な

か
っ
た
と
し
て
減
給
処
分
を
受
け
た
教
諭
が
府

に
処
分
取
り
消
し
を
求
め
た
訴
訟
で
、
原
告
敗

訴
の
二
審
判
決
が
確
定
し
た
と
報
道
。

【
４
月
４
日
】

「
生
前
退
位
」
◆
政
府
が
、
明
仁
の
退
位
を
巡
る

有
識
者
会
議
（
座
長
・
今
井
敬
・
経
団
連
名
誉

会
長
）
の
第
11
回
会
合
を
首
相
官
邸
で
開
く
。

【
４
月
５
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
「
国
賓
」
と
し
て
訪
日
し
た
ス

ペ
イ
ン
国
王
フ
ェ
リ
ペ
６
世
夫
妻
を
歓
迎
す
る

明
仁
、
美
智
子
「
主
催
」
の
宮
中
晩
さ
ん
会
が
、

皇
居
・
宮
殿
の
「
豊
明
殿
」
で
開
か
れ
る
。

「
生
前
退
位
」
◆
自
民
党
の
高
村
正
彦
・
副
総
裁

が
東
京
都
内
で
講
演
し
、
明
仁
の
退
位
を
実
現

す
る
特
例
法
案
に
関
し
、「
こ
れ
が
先
例
と
な
り
、

将
来
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
（
退
位
が
）

よ
り
易
し
く
な
る
」。

教
育
勅
語
◆
菅
義
偉
・
官
房
長
官
が
記
者
会
見

で
、
教
育
勅
語
の
教
材
使
用
を
容
認
し
た
政
府

に
対
し
、
野
党
が
「
戦
前
回
帰
だ
」
と
批
判
し

て
い
る
こ
と
に
反
論
。

【
４
月
６
日
】

「
春
の
園
遊
会
」
◆
宮
内
庁
が
、
明
仁
、
美
智
子

が
「
主
催
」
し
、
20
日
に
東
京
・
元
赤
坂
の
赤

坂
御
苑
で
催
さ
れ
る
春
の
園
遊
会
の
招
待
者
約

２
４
０
０
人
を
発
表
。

【
４
月
７
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
「
国
賓
」
と
し
て
訪
日
中
の

ス
ペ
イ
ン
国
王
フ
ェ
リ
ペ
６
世
夫
妻
と
共
に
、

静
岡
市
を
日
帰
り
で
訪
れ
、
静
岡
県
地
震
防
災

セ
ン
タ
ー
を
視
察
。

【
４
月
８
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
都
新
宿
区
の
東
京
オ
ペ

ラ
シ
テ
ィ
を
訪
れ
る
。

皇
太
子
一
家
◆
愛
子
が
、
学
習
院
戸
山
キ
ャ
ン

パ
ス
（
東
京
都
新
宿
区
）
で
の
学
習
院
女
子
高

等
科
の
入
学
式
に
出
席
。
徳
仁
、
雅
子
と
共
に

登
校
。

【
４
月
９
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
徳
仁
、
雅
子
と
愛
子
が
皇
居
・

御
所
を
訪
問
。
徳
仁
が
13
〜
17
日
に
予
定
し
て

い
る
初
め
て
の
マ
レ
ー
シ
ア
訪
問
と
、
愛
子
の

学
習
院
女
子
高
等
科
入
学
を
そ
ろ
っ
て
明
仁
、

美
智
子
に
報
告
。

【
４
月
11
日
】

徳
仁
◆
東
宮
御
所
で
記
者
会
見
。
皇
位
継
承
者

と
し
て
国
際
親
善
へ
の
取
り
組
み
姿
勢
を
問
わ

れ
「
皇
室
の
役
割
と
し
て
重
要
だ
。
相
互
理
解

と
友
好
親
善
の
促
進
を
深
く
考
え
て
き
た
天
皇
、

皇
后
両
陛
下
の
お
気
持
ち
を
大
切
に
し
た
い
」。

マ
レ
ー
シ
ア
側
は
夫
妻
で
の
公
式
訪
問
を
招
請

し
た
が
、
宮
内
庁
が
春
の
園
遊
会
（
20
日
）
な

ど
前
後
の
予
定
や
負
担
を
考
慮
し
、
雅
子
の
同

行
を
見
合
わ
せ
て
お
り
「
雅
子
も
大
変
残
念
に

思
っ
て
い
る
」。
当
月
か
ら
学
習
院
女
子
高
等
科

に
進
学
し
た
愛
子
の
今
後
の
外
国
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
「
若
い
う
ち
に
国
際
感
覚
を
身
に
付

け
る
に
は
、
外
国
に
行
っ
て
み
る
の
が
極
め
て

大
事
だ
と
思
う
」。

「
生
前
退
位
」
◆
明
仁
の
退
位
に
伴
う
秋
篠
宮
の

呼
称
（
称
号
）
を
巡
り
、
政
府
が
皇
位
継
承
順

１
位
を
意
味
す
る
「
皇
嗣
」
を
付
け
て
「
秋
篠

宮
皇
嗣
殿
下
」
と
す
る
案
を
検
討
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
徳
仁
が
新
天
皇
に
即
位
後
、
そ

の
次
の
天
皇
と
し
て
の
地
位
を
内
外
に
明
確
に

す
る
の
が
狙
い
で
、
退
位
の
法
整
備
で
特
例
規

定
を
置
く
か
ど
う
か
を
含
め
最
終
調
整
し
て
い

る
。

【
４
月
13
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
都
内
の
ホ
テ
ル
で
開
か

れ
た
日
米
協
会
の
創
立
１
０
０
周
年
を
記
念
し

た
式
典
と
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
出
席
。

徳
仁
、
雅
子
◆
徳
仁
が
、
国
交
樹
立
60
周
年
に

当
た
り
、
初
め
て
マ
レ
ー
シ
ア
を
訪
問
す
る
た

め
、
羽
田
発
の
政
府
専
用
機
で
出
発
。
マ
レ
ー

シ
ア
側
は
夫
妻
で
の
訪
問
を
招
請
し
た
が
、
宮

内
庁
が
日
程
や
負
担
を
考
慮
し
て
雅
子
の
同
行

を
見
合
わ
せ
、
雅
子
は
東
宮
御
所
の
玄
関
で
、

空
港
へ
向
か
う
徳
仁
を
見
送
る
。
徳
仁
が
ク
ア

ラ
ル
ン
プ
ー
ル
国
際
空
港
に
到
着
。

「
生
前
退
位
」
◆
明
仁
の
退
位
を
巡
る
政
府
の
有

識
者
会
議
（
座
長
・
今
井
敬
・
経
団
連
名
誉
会

長
）
が
、
首
相
官
邸
で
開
い
た
第
13
回
会
合
で
、

新
天
皇
即
位
後
の
秋
篠
宮
家
の
待
遇
を
「
皇
太

子
家
」
並
み
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識
で

一
致
。
明
仁
の
呼
称
（
称
号
）
は
「
上
皇
」、
美

智
子
は
「
上
皇
后
」
と
す
る
な
ど
、
退
位
に
伴

い
法
定
化
が
必
要
な
制
度
設
計
が
ほ
ぼ
固
ま
っ

た
。
／
明
仁
が
退
位
し
、
徳
仁
が
新
天
皇
に
即

位
す
る
際
に
、
政
府
が
即
位
関
連
の
儀
式
「
即

位
の
礼
」
な
ど
と
は
別
に
、
明
仁
の
退
位
に
伴

う
儀
式
も
執
り
行
う
方
向
で
検
討
。
／
政
府
が
、

明
仁
の
退
位
を
巡
る
有
識
者
会
議
が
４
、６
両
日

に
開
い
た
会
合
計
２
回
の
議
事
概
要
を
首
相
官

邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
。
６
日
の
第
12
回
会

合
で
新
天
皇
即
位
後
の
秋
篠
宮
の
呼
称
（
称
号
）

に
関
し
、皇
位
継
承
順
１
位
を
意
味
す
る「
皇
嗣
」

を
付
け
て
「
秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
」
と
す
る
案
を

有
識
者
が
提
示
し
、
宮
内
庁
が
「
十
分
可
能
だ
」

と
説
明
し
た
。

【
４
月
14
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
熊
本
地
震
か
ら
１
年
を
迎
え
、

熊
本
県
庁
で
行
わ
れ
た
犠
牲
者
追
悼
式
に
合
わ

せ
て
、
皇
居
・
御
所
で
黙
と
う
。

明
仁
◆
皇
居
の
生
物
学
研
究
所
前
に
あ
る
苗
代

に
、
う
る
ち
米
の
ニ
ホ
ン
マ
サ
リ
と
、
も
ち
米

の
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
の
種
も
み
を
ま
く
。

徳
仁
◆
マ
レ
ー
シ
ア
の
首
都
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー

ル
で
、
日
本
へ
の
留
学
生
を
多
数
輩
出
し
て
き

た
マ
ラ
ヤ
大
を
訪
問
し
、
元
留
学
生
ら
と
交
流
。

太
平
洋
戦
争
中
に
広
島
に
留
学
し
、
原
爆
投
下

の
被
害
に
遭
っ
た
故
ア
ブ
ド
ル
・
ラ
ザ
ク
の
長

男
と
面
会
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
マ
レ
ー
シ
ア
の

独
立
前
後
の
闘
争
（
１
９
４
８
〜
60
年
）
で
戦

死
し
た
兵
士
を
慰
霊
す
る
「
国
家
記
念
碑
」
を

訪
れ
、
供
花
。

銃
剣
道
◆
政
府
が
、
２
０
２
１
年
度
か
ら
全
面

実
施
さ
れ
る
新
し
い
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の

4
月
1
日
〜
4
月
30
日
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保
健
体
育
で
、武
道
の
種
目
の
一
例
に「
銃
剣
道
」

を
明
記
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「『
軍
国
主
義
の
復

活
や
戦
前
回
帰
の
一
環
』
と
の
指
摘
は
当
た
ら

な
い
」
と
の
答
弁
書
を
閣
議
決
定
。

【
４
月
15
日
】

徳
仁
◆
マ
レ
ー
シ
ア
の
首
都
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー

ル
に
あ
る
日
本
人
学
校
を
訪
れ
、
児
童
・
生
徒

ら
と
交
流
。
首
相
公
邸
に
移
動
し
、
ナ
ジ
ブ
首

相
と
昼
食
を
共
に
し
な
が
ら
懇
談
。
水
問
題
の

研
究
の
一
環
と
し
て
、
渋
滞
解
消
と
洪
水
対
策

の
二
つ
の
目
的
で
設
け
ら
れ
た
ト
ン
ネ
ル
を
視

察
。
青
年
海
外
協
力
隊
員
や
在
留
邦
人
と
交
流
。

「
生
前
退
位
」
◆
明
仁
の
退
位
を
巡
る
政
府
の
有

識
者
会
議
（
座
長
・
今
井
敬
・
経
団
連
名
誉
会

長
）
が
ま
と
め
た
最
終
報
告
案
の
概
要
が
判
明
。

皇
族
減
少
へ
の
対
策
を
速
や
か
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
し
て
政
府
を
は
じ
め
、「
国
民
」
各

界
各
階
層
で
「
議
論
が
深
め
ら
れ
る
」
こ
と
に

期
待
を
示
し
、
新
天
皇
即
位
後
の
秋
篠
宮
の
待

遇
を
「
皇
太
子
家
」
並
み
に
す
る
方
策
と
し
て
、

皇
族
費
を
「
定
額
の
３
倍
」
程
度
に
増
額
す
る

こ
と
が
適
当
。

【
４
月
16
日
】

徳
仁
◆
首
都
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
で
、
現
地
の

高
校
生
に
よ
る
日
本
語
弁
論
大
会
に
出
席
し
、

入
賞
者
と
歓
談
。
宿
舎
の
ホ
テ
ル
で
日
系
人
と

交
流
。
夜
、
王
宮
で
国
王
ム
ハ
マ
ド
５
世
を
表

敬
し
、
晩
さ
ん
会
に
出
席
。

雅
子
、
愛
子
◆
東
京
都
豊
島
区
の
学
習
院
目
白

キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
か
れ
た
「
オ
ー
ル
学
習
院
の

集
い
」
の
大
合
同
演
奏
会
で
、
チ
ェ
ロ
を
演
奏
。

客
席
で
雅
子
が
鑑
賞
。

【
４
月
17
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
２
月
末
か
ら
３
月
に
か
け
て

の
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
訪
問
に
尽
力
し
た
政
府
関

係
者
ら
を
皇
居
・
宮
殿
に
招
き
、
懇
談
。
明
仁

が
冒
頭
「
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
」。
安
倍

晋
三
首
相
や
首
席
随
員
の
中
曽
根
弘
文
・
元
外

相
の
ほ
か
、
宮
内
庁
や
外
務
省
、
警
察
庁
、
防

衛
省
な
ど
関
係
省
庁
の
幹
部
ら
約
２
１
０
人
が

出
席
。

徳
仁
◆
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
羽
田
空
港
着
の
政
府

専
用
機
で
帰
国
。

「
生
前
退
位
」
◆
明
仁
の
退
位
を
巡
り
、
宮
内
庁

の
西
村
泰
彦
次
長
が
定
例
記
者
会
見
で
、
新
天

皇
即
位
後
の
秋
篠
宮
の
呼
称
（
称
号
）
に
、
皇

位
継
承
順
１
位
を
意
味
す
る「
皇
嗣
」を
付
け「
秋

篠
宮
皇
嗣
殿
下
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「『
皇

太
子
殿
下
』
が
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

『
皇
嗣
殿
下
』
も
あ
り
得
る
」
と
の
考
え
を
示
す
。

宮
号
の
維
持
に
つ
い
て
は
「
国
民
の
間
で
秋
篠

宮
家
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
受
け
入
れ
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
」。新
天
皇
と
同
じ
家
族
の「
内

廷
皇
族
」
と
す
る
か
に
つ
い
て
「（
１
９
９
０
年

創
設
の
秋
篠
宮
家
の
）
ご
家
族
の
歴
史
か
ら
す

る
と
い
か
が
な
も
の
か
」
と
否
定
的
だ
っ
た
ほ

か
、
代
替
わ
り
後
の
秋
篠
宮
家
の
警
備
に
つ
い

て
「
皇
嗣
と
い
う
立
場
に
ふ
さ
わ
し
い
警
備
体

制
の
見
直
し
は
あ
り
得
る
」。
／
明
仁
の
退
位
を

実
現
す
る
特
例
法
案
の
骨
子
を
巡
り
、
政
府
が
、

明
仁
が
退
位
の
意
向
を
に
じ
ま
せ
た
と
さ
れ
る

前
年
８
月
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
触
れ
な
い

方
向
で
検
討
に
入
っ
た
と
報
道
。明
仁
の「
心
労
」

を
「
国
民
」
が
理
解
し
共
感
し
て
い
る
状
況
を

踏
ま
え
、
退
位
を
実
現
す
る
と
の
文
言
は
盛
り

込
み
、
法
案
に
つ
い
て
「
天
皇
陛
下
の
退
位
に

関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
」
と
す
る
と
、
複
数

の
関
係
者
が
明
ら
か
に
。
国
会
見
解
は
法
案
骨

子
な
ど
を
各
党
派
に
示
す
よ
う
要
請
し
て
お
り
、

菅
義
偉
・
官
房
長
官
が
記
者
会
見
で
、
そ
れ
に

沿
っ
て
対
応
す
る
考
え
を
示
す
。

【
４
月
18
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
訪
日
し
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
ビ
ク
ト
リ
ア
王
女
を
皇
居
・
御
所
に
招
き
、

昼
食
を
共
に
し
て
懇
談
。

【
４
月
19
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
科
学
技
術
の
進
歩
に
貢
献
し

た
研
究
者
を
た
た
え
る
と
し
て
、
東
京
都
内
で

開
か
れ
た
日
本
国
際
賞
の
授
賞
式
に
出
席
。

「
生
前
退
位
」
◆
明
仁
の
退
位
を
実
現
す
る
特
例

法
案
の
骨
子
案
と
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
策
の

検
討
を
政
府
に
求
め
る
自
民
、
公
明
両
党
が
調

整
中
の
付
帯
決
議
案
の
全
容
が
分
か
る
。

【
４
月
20
日
】

天
皇
、
皇
族
◆
明
仁
、
美
智
子
「
主
催
」
の
春

の
園
遊
会
が
、
東
京
・
元
赤
坂
の
赤
坂
御
苑
で

開
か
れ
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
五
輪
で
活
躍
し

た
メ
ダ
リ
ス
ト
ら
各
界
の
「
功
労
者
」
約
２
千

人
が
出
席
。
徳
仁
、
雅
子
や
秋
篠
宮
、
紀
子
ら

皇
族
が
出
席
。

「
生
前
退
位
」
◆
明
仁
の
退
位
を
実
現
す
る
特
例

法
案
を
巡
り
、
与
党
が
示
し
た
骨
子
案
に
つ
い

て
民
進
党
が
与
党
に
修
正
を
求
め
る
。
／
「
天

皇
陛
下
の
退
位
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
」

と
し
た
法
案
名
の
「
天
皇
陛
下
」
を
「
天
皇
」

に
変
更
す
る
よ
う
主
張
。
法
案
の
内
容
に
関
し

て
、
明
仁
が
退
位
の
意
向
を
に
じ
ま
せ
た
と
さ

れ
る
前
年
８
月
の
「
お
言
葉
」
に
触
れ
る
よ
う

要
求
。
社
民
党
の
吉
田
忠
智
党
首
が
記
者
会
見

で
、
明
仁
の
退
位
を
実
現
す
る
特
例
法
案
を
巡

り
、
自
民
党
が
民
進
、
公
明
両
党
と
非
公
式
協

議
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
に
不
快
感
を
示
し「
問

題
だ
。
全
党
で
や
る
べ
き
だ
」。

【
４
月
21
日
】

徳
仁
、
雅
子
◆
訪
日
し
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
ビ
ク
ト
リ
ア
王
女
を
東
宮
御
所
に
招
き
、
夕

食
を
共
に
し
て
懇
談
。

「
生
前
退
位
」
◆
明
仁
の
退
位
を
巡
る
政
府
の
有

識
者
会
議
（
座
長
・
今
井
敬
・
経
団
連
名
誉
会

長
）
が
、
首
相
官
邸
で
開
い
た
第
14
回
会
合
で
、

一
代
限
り
の
退
位
に
向
け
た
提
言
と
な
る
最
終

報
告
を
了
承
し
、
安
倍
晋
三
首
相
に
提
出
。
退

位
後
の
呼
称
（
称
号
）
を
「
上
皇
」
と
し
、
象

徴
と
し
て
の
行
為
を
新
天
皇
に
全
て
譲
る
と
す

る
内
容
で
、
皇
位
継
承
順
１
位
の
「
皇
嗣
」
と

な
る
秋
篠
宮
は
宮
号
を
維
持
し
た
上
で
「
皇
嗣

殿
下
」
な
ど
と
呼
ぶ
案
を
例
示
し
、
皇
族
減
少

対
策
の
必
要
性
に
言
及
し
た
が
、「
女
性
宮
家
」

創
設
な
ど
具
体
策
に
は
触
れ
な
か
っ
た
と
報
道
。

首
相
が
、
報
告
を
参
考
に
法
案
化
を
進
め
る
と

し
「
速
や
か
に
国
会
提
出
す
る
よ
う
全
力
を
尽

く
し
た
い
」。今
井
座
長
が
官
邸
で
記
者
会
見
し
、

皇
族
減
少
へ
の
対
策
に
早
急
に
取
り
組
む
よ
う

要
望
。「
皇
室
の
安
定
的
な
維
持
の
た
め
、
ぜ
ひ

と
も
政
府
や
国
会
で
速
や
か
な
検
討
を
お
願
い

し
た
い
」。
皇
位
の
世
襲
制
に
つ
い
て
「
皇
統
の

維
持
、
継
続
に
と
っ
て
意
義
が
あ
り
、
原
則
維

持
す
べ
き
だ
」。皇
族
数
を
維
持
す
る
こ
と
は「
国

の
基
本
を
固
め
る
上
で
と
て
も
重
要
だ
」
と
訴

え
る
。
政
府
が
、
有
識
者
会
議
が
13
日
に
開
い

た
第
13
回
会
合
の
議
事
概
要
を
公
表
。

靖
国
問
題
◆
高
市
早
苗
・
総
務
相
が
、
東
京
・

九
段
北
の
靖
国
神
社
を
春
季
例
大
祭
に
合
わ
せ

て
参
拝
。「
内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三
」名
で「
真

榊
」
と
呼
ば
れ
る
供
物
を
奉
納
。

【
４
月
23
日
】
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何
と
も
素
晴
ら
し
い
！　

反
天
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

   

四
月
七
日
に
天
皇
夫
妻
が
静
岡
に
来
る
と
い

う
。

　

ス
ペ
イ
ン
の
フ
ィ
リ
ペ
六
世
夫
妻
を
案
内
し

て
の
日
西
友
好
訪
問
と
の
こ
と
。
高
齢
だ
か
ら

「
生
前
退
位
」
し
た
い
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
ベ

ト
ナ
ム
や
タ
イ
に
行
っ
た
り
、
静
岡
に
来
た
り

…
…
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
安
倍
政
権
の
対
中
国
包

囲
網
を
後
押
し
、
タ
イ
・
ス
ペ
イ
ン
と
は
後
継

問
題
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
揺
れ
る
王
国
と
の
連

携
強
化
を
図
る
。
い
ず
れ
も
極
め
て
政
治
的
で
、

憲
法
に
定
め
ら
れ
た
「
国
事
行
為
」
を
外
れ
た

も
の
で
あ
る
。天
皇
の
違
憲
行
為
に
レ
ッ
ド
カ
ー

ド
を
突
き
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
反
天
は
や

る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
国
民
こ
ぞ
っ
て
歓
迎

し
、
こ
ぞ
っ
て
弔
う
と
い
う
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

が
天
皇
制
だ
と
し
た
ら
、
た
と
え
少
数
で
も
異

を
唱
え
る
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
「
魔
法
」
は
と

け
る
。
仲
間
と
相
談
の
末
、
天
皇
が
通
る
道
の

す
ぐ
隣
り
の
筋
と
い
う
際
ど
い
位
置
で
反
対
行

動
を
構
え
る
こ
と
に
し
た
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
11
・
20
「
天
皇
制
い
ら

な
い
デ
モ
」（
吉
祥
寺
）
の
経
験
か
ら
し
て
、
何

が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
。
少
人
数
で
は
蹴
散

ら
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
心
配
に

な
っ
て
、
県
外
に
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
発
し
た
。

　

当
日
は
雨
天
に
も
関
ら
ず
、
首
都
圏
か
ら
関

西
か
ら
反
天
の
仲
間
が
五
人
も
応
援
に
駆
け
付

け
て
く
れ
た
。
感
謝
、
感
激
！　

何
と
も
心
強

か
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
「
公
的
行
為
は
憲
法

違
反
！
」「
税
金
の
無
駄
遣
い
や
人
権
弾
圧
反

対
！
」「
天
皇
元
首
化
反
対
！
」「
天
皇
制
戦
争

国
家
反
対
！
」
な
ど
、
様
々
な
観
点
か
ら
天
皇

制
批
判
を
お
こ
な
っ
た
。
応
援
の
方
々
も
次
々

に
マ
イ
ク
を
も
っ
て
一
緒
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
く

れ
た
。
警
察
や
公
安
の
監
視
は
あ
っ
た
が
、
目

立
っ
た
妨
害
は
な
く
無
事
に
反
対
行
動
を
貫
徹

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

二
次
会
も
盛
り
上
が
っ
た
。
各
地
の
活
動
体

験
の
交
流
は
貴
重
だ
。「
今
後
の
反
天
の
取
り

組
み
の
一
つ
一
つ
が
Ｘ
デ
ー
闘
争
の
一
角
を
形

成
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
北
野
誉
さ
ん
の
言
葉
を

思
い
出
し
た
。
そ
の
意
味
で
大
変
貴
重
な
体
験

だ
っ
た
が
、
同
時
に
反
天
仲
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
動
し
た
今
回
の
取
り
組

み
だ
っ
た
。

（
映
画
「
侵
略
」
上
映
委
員
会
／
山
河
進
）

お
こ
と
わ
リ
ン
ク
連
続
講
座

「
五
輪
災
害
と
共
謀
罪
」

共
謀
罪
国
会
審
議
入
り
直
前
の
四
月
八
日
、

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
共
謀
罪
『
お
こ
と
わ
り
』
の

そ
の
先
を
考
え
る
」
と
題
し
て
講
師
小
倉
利
丸

さ
ん
が
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
多
く
の
皆
さ
ん

と
共
有
し
た
く
、
要
点
の
報
告
を
試
み
た
い
。

　
「
政
権
に
と
っ
て
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
テ
ロ
対

策
・
共
謀
罪
と
は
、『
敵
意
（
対
テ
ロ
警
備
）
の

天
皇
制
◆
明
仁
の
退
位
を
巡
る
政
府
の
有
識
者

会
議
で
座
長
代
理
を
務
め
た
御
厨
貴
・
東
大
名

誉
教
授
が
共
同
通
信
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ

る
。
21
日
に
ま
と
め
た
最
終
報
告
で
速
や
か
な

検
討
を
求
め
た
皇
族
減
少
へ
の
対
策
に
関
し「
強

力
な
基
盤
を
持
っ
た
安
倍
政
権
で
な
け
れ
ば
で

き
な
い
」
と
述
べ
、
現
政
権
が
結
論
を
出
す
べ

き
だ
と
の
認
識
を
示
す
。
具
体
策
と
し
て
「
女

性
宮
家
」
創
設
に
言
及
。
戦
後
に
皇
籍
を
離
れ

た
「
旧
宮
家
（
旧
皇
族
）」
の
復
帰
も
「
議
論
の

俎
上
に
載
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
」
と
述
べ
る
。

【
４
月
24
日
】

徳
仁
◆
訪
日
し
て
い
る
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
の

ア
ブ
ド
ラ
外
相
と
東
京
・
元
赤
坂
に
あ
る
東
宮

御
所
で
会
見
。

「
生
前
退
位
」
◆
明
仁
の
退
位
を
実
現
す
る
特
例

法
案
の
骨
子
案
を
巡
り
政
府
、
与
党
が
、
法
案

の
冒
頭
に
明
記
す
る
「
退
位
に
至
る
事
情
」
で
、

「
公
務
」
な
ど
活
動
に
対
す
る
明
仁
の
「
ご
心
労
」

と
の
表
現
を
「
お
気
持
ち
」
に
修
正
す
る
調
整

に
入
っ
た
と
報
道
。
活
動
の
継
続
が
困
難
と
な

る
こ
と
に
「
心
労
を
抱
か
れ
て
い
る
」
と
の
文

言
も
「
深
く
案
じ
て
お
ら
れ
る
」
と
す
る
な
ど
、

衆
参
両
院
の
正
副
議
長
に
よ
る
３
月
の
国
会
見

解
に
沿
っ
た
内
容
に
変
更
す
べ
き
だ
と
の
民
進

党
の
批
判
を
踏
ま
え
た
。

【
４
月
26
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
都
千
代
田
区
の
東
京
国

際
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
訪
れ
、理
化
学
研
究
所（
理
研
）

の
創
立
１
０
０
周
年
を
祝
う
記
念
式
典
に
出
席
。

明
仁
、
徳
仁
、
秋
篠
宮
◆
２
０
２
０
年
東
京
五

輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
が
、
開
閉

会
式
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
演
出
の
方
針
を
決
め
る

「
東
京
２
０
２
０
有
識
者
懇
談
会
」
の
初
会
合
を

開
く
。
懇
談
会
に
参
加
し
明
仁
の
退
位
を
巡
る

政
府
の
有
識
者
会
議
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
政
治
学

者
の
御
厨
貴
が
、
大
会
ま
で
に
退
位
が
実
現
し

て
い
れ
ば
、
開
会
式
は
退
位
後
の
明
仁
、
新
天

皇
徳
仁
、
皇
位
継
承
順
１
位
の
「
皇
嗣
」
と
な

る
秋
篠
宮
が
一
緒
に
観
戦
す
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
も
念
頭
に
置
く
べ
き
だ
と
主
張
。

「
生
前
退
位
」
◆
政
府
が
、
明
仁
の
退
位
を
実
現

す
る
特
例
法
案
の
名
称
を
「
天
皇
の
退
位
等
に

関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
」
と
す
る
な
ど
の
法

案
骨
子
を
ま
と
め
る
。

【
４
月
27
日
】

天
皇
制
◆
衆
院
憲
法
審
査
会
が
幹
事
懇
談
会
で
、

民
進
党
が
今
後
の
審
査
会
の
テ
ー
マ
と
し
て「
天

皇
制
」
を
取
り
上
げ
る
よ
う
求
め
る
。

【
４
月
28
日
】

明
仁
、
美
智
子
◆
東
京
・
永
田
町
の
憲
政
記
念

館
で
開
か
れ
た
内
閣
府
主
催
の
「
第
11
回
み
ど

り
の
式
典
」
に
出
席
。
式
典
後
の
レ
セ
プ
シ
ョ

ン
に
臨
み
、関
係
者
と
懇
談
。
宮
内
庁
が
、明
仁
、

美
智
子
が
第
68
回
全
国
植
樹
祭
の
式
典
出
席
な

ど
の
た
め
、
５
月
27
日
か
ら
２
泊
３
日
の
日
程

で
、
富
山
県
を
訪
問
す
る
と
発
表
。
５
月
17
日

か
ら
２
泊
３
日
の
日
程
で
、
栃
木
県
日
光
市
を

訪
問
す
る
と
発
表
。
２
人
の
希
望
に
沿
っ
て
訪

問
先
を
決
め
る
「
私
的
旅
行
」
と
報
道
。

「
生
前
退
位
」
◆
政
府
が
、
明
仁
の
退
位
を
巡
る

有
識
者
会
議
が
最
終
報
告
を
ま
と
め
た
21
日
の

第
14
回
会
合
の
議
事
概
要
を
公
表
。
／
安
倍
晋

三
首
相
が
、
日
本
の
歴
史
の
「
中
心
の
糸
」
に

天
皇
、
皇
室
の
存
在
が
あ
る
と
主
張
し
、
こ
の

糸
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
ぐ
か
に
つ
い
て
「
大
変

真
摯
な
議
論
を
い
た
だ
い
た
」
と
謝
意
を
表
明

し
て
い
た
と
報
道
。
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
と
『
歓
喜
（
ス
ポ
ー
ツ
文
化
）

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
に
よ
る
総
動
員
・
同
調

体
制
の
構
築
で
あ
る
。
こ
れ
に
非
同
調
的
な
人

た
ち
を
事
前
に
取
り
締
ま
ろ
う
と
す
る
の
が
安

倍
の
言
う
『
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
欠
か
せ
な

い
共
謀
罪
法
案
』。

　

警
察
が
、
国
会
審
議
や
市
民
に
よ
る
法
解
釈

等
に
縛
ら
れ
ず
に
、
あ
る
行
為
が
犯
罪
か
否
か
・

ど
う
捜
査
す
べ
き
か
を
独
自
に
判
断
で
き
る
こ

の
共
謀
罪
法
案
は
、
一
九
〇
七
年
制
定
・
現
行

憲
法
の
人
権
条
項
の
反
映
も
全
面
改
正
も
さ
れ

ず
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
道
義
的
刑
法
（
小
野

清
一
郎
）
の
一
部
改
正
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
刑
法

が
あ
る
限
り
、
何
回
で
も
犯
罪
を
作
る
べ
く
浮

上
し
て
来
る
。
だ
か
ら
、『
越
境
組
織
犯
罪
防
止

条
約
は
共
謀
罪
な
し
で
締
結
可
能
』
と
い
う
共

謀
罪
不
要
論
も
危
険
。
国
家
安
全
保
障
の
た
め

の
犯
罪
取
り
締
ま
り
・
警
察
の
国
際
的
連
携
強

化
を
狙
う
こ
の
条
約
は
、
移
民
・
難
民
の
移
動

監
視
・
規
制
手
段
と
化
し
て
生
存
権
を
脅
か
す

の
で
そ
も
そ
も
締
結
す
べ
き
で
な
い
し
、『
テ
ロ

対
策
は
既
に
存
在
す
る
条
約
等
で
十
分
』
と
い

う
共
謀
罪
不
要
論
も
、
条
約
が
あ
っ
て
も
テ
ロ

は
防
げ
な
い
と
い
う
意
味
で
無
責
任
。

　

共
謀
罪
と
の
闘
い
と
は
、
刑
法
に
共
謀
罪
を

生
む
根
が
あ
る
以
上
、
今
回
の
共
謀
罪
の
廃
案

の
先
に
、
刑
法
と
刑
罰
制
度
（
既
存
の
秩
序
・

権
力
を
保
守
す
る
た
め
に
存
在
し
て
貧
困
・
差

別
・
権
力
犯
罪
を
正
当
化
・
構
造
的
に
再
生
産

す
る
一
方
で
、
社
会
的
逸
脱
行
為
を
個
々
人
の

責
任
に
転
嫁
し
て
懲
罰
的
に
自
由
を
奪
っ
て
苦

痛
を
与
え
る
仕
組
み
）
の
な
い
社
会
を
目
指
す

こ
と
。
二
百
近
く
あ
る
近
代
国
民
国
家
（
法
治

国
家
）
が
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
民
主
主
義
と
憲
法

（
最
高
法
規
）
は
、
自
己
の
正
統
性
を
主
張
し
て

戦
争
を
生
み
出
し
て
き
た
。
近
代
国
民
国
家
の

民
主
主
義
や
憲
法
で
人
権
蹂
躙
や
戦
争
は
止
め

ら
れ
な
い
。
個
々
人
の
生
存
権
を
脅
か
す
元
凶

で
あ
る
法
治
体
制
（
法
で
罰
す
る
権
限
を
国
家

に
与
え
る
も
の
）
の
超
克
が
課
題
」。

　

こ
う
し
た
提
起
だ
っ
た
と
思
う
。

（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
お
こ
と
わ
リ
ン
ク
／
大
友
深
雪
）

日
本
の
難
民
・
入
管
政
策
を
撃
つ
！

四
月
一
六
日
、「
今
こ
そ
、排
外
主
義
に
Ｎ
Ｏ
！

四
・
一
六
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ　

日
本
の
難
民
・
入
管

政
策
を
撃
つ
！
」
集
会
が
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教

会
館
で
八
〇
人
の
参
加
で
行
わ
れ
た
（
呼
び
か

け
差
別
・
排
外
主
義
に
反
対
す
る
連
絡
会
Ａ
Ｐ

Ｆ
Ｓ
労
働
組
合　

直
接
行
動
、の
三
団
体
共
催
）。

　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
就
任
と
レ
イ
シ
ズ
ム
発
言

や
移
民
排
斥
を
打
ち
出
し
た
極
端
な
排
外
主
義

政
策
に
、
ア
メ
リ
カ
国
内
は
も
と
よ
り
全
世
界

で
怒
り
と
抗
議
の
声
が
上
が
っ
た
。
一
方
日
本

で
は
、
ト
ラ
ン
プ
に
恭
順
の
意
を
示
す
安
倍
政

権
の
一
強
支
配
は
ま
す
ま
す
強
ま
り
、
日
本
会

議
が
国
政
を
牛
耳
る
実
態
が
暴
か
れ
て
い
る
。

こ
の
現
状
で
、
信
じ
が
た
き
難
民
受
け
入
れ
の

制
限
、
人
権
を
蹂
躙
す
る
入
管
政
策
、
移
住
労

働
者
へ
の
搾
取
が
続
い
て
い
る
。
本
集
会
は
、

そ
う
し
た
問
題
意
識
を
共
有
し
反
ヘ
イ
ト
・
反

レ
イ
シ
ズ
ム
の
闘
い
の
地
平
を
ふ
ま
え
、
国
境

を
越
え
た
連
帯=

生
き
る
権
利
に
国
境
は
な
い
、

を
目
指
す
広
範
な
陣
形
の
ス
テ
ッ
プ
を
と
呼
び

か
け
ら
れ
た
。

　

メ
イ
ン
の
講
演
は
山
村
淳
平
さ
ん
。
山
村
さ

ん
は
、
港
町
診
療
所
の
内
科
医
と
し
て
外
国
籍

住
民
の
医
療
に
携
わ
り
な
が
ら
、
難
民
や
技
能

実
習
生
の
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
来
ら

れ
た
。
講
演
で
は
ま
ず
日
本
の
入
管
が
そ
も
そ

も
排
除
・
管
理
の
た
め
の
制
度
に
な
っ
て
い
る

問
題
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
上
で
、
日
本
の
難

民
認
定
率
の
異
常
な
少
な
さ
、
オ
ー
バ
ー
ス
テ

イ
（
非
正
規
滞
在
）
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
強

化
が
も
た
ら
す
人
権
侵
害
、
収
容
シ
ス
テ
ム
の

弊
害
な
ど
の
事
例
を
挙
げ
る
。
山
村
さ
ん
は
、

こ
の
構
造
を
変
え
る
た
め
に
、
何
よ
り
も
民
衆

が
権
力
に
疑
い
を
持
ち
、
権
利
の
蹂
躙
に
対
し

て
立
場
を
超
え
て
闘
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
説
い
た
。

　

連
帯
ア
ピ
ー
ル
は
、
デ
マ
で
沖
縄
へ
の
偏
見

を
あ
お
る
Ｍ
Ｘ
「
ニ
ュ
ー
ス
女
子
」
を
許
さ
な

い
市
民
有
志
、
共
謀
罪
に
反
対
す
る
百
人
委
員

会
、
反
天
皇
制
運
動
連
絡
会
、
難
民
を
支
援
し

連
帯
す
る
会
、
の
四
団
体
。
最
後
に
司
会
か
ら

「
外
国
人
、
移
住
労
働
者
と
同
じ
人
間
と
し
て
手

を
繋
げ
る
社
会
を
共
に
作
り
上
げ
よ
う
」
と
締

め
く
く
り
、
早
稲
田
か
ら
高
田
馬
場
繁
華
街
へ

の
デ
モ
が
行
わ
れ
た
。

（
藤
田
五
郎
）

天
皇
代
替
わ
り
を
撃
つ
「
生
前
退

位
」
と
立
憲
主
義

四
月
二
三
日
、
反
戦
反
天
皇
制
労
働
者
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
・
関
東
主
催
の
天
皇
代
替
わ
り
を
撃

つ
連
続
講
座
第
三
回
「『
生
前
退
位
』
と
立
憲
主

義
」
を
穏
田
区
民
会
館
で
開
催
し
た
。

　

主
催
者
は
「
か
つ
て
世
論
調
査
で
天
皇
は
い

ら
な
い
と
い
う
意
見
が
三
〇
％
と
い
う
時
代
も

あ
っ
た
。
再
度
そ
う
い
う
時
代
を
つ
く
る
た
め

の
学
習
会
と
し
て
連
続
講
座
を
行
っ
て
い
る
」

と
連
続
講
座
の
意
義
を
訴
え
た
。

　

講
師
の
天
野
恵
一
さ
ん
（
反
天
皇
制
運
動
連

絡
会
）
は
、
今
回
の
「
生
前
退
位
」
は
、
天
皇

の
意
向
表
明
か
ら
開
始
さ
れ
、
安
倍
の
路
線
で

右
翼
を
抑
え
込
ん
で
法
「
改
正
」
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
天
皇
発
言
は
、
象
徴
と
し
て
の
行
為

を
自
ら
規
定
し
、
そ
れ
を
安
定
的
に
継
承
す
る

た
め
に
次
の
天
皇
を
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
憲
法
は
、
象
徴
と
は
こ
う
い
う
も
の
と
規

定
し
て
い
な
い
。〝
国
民
統
合
の
象
徴
〞
と
は
状

態
を
表
し
て
い
る
と
憲
法
学
者
の
だ
れ
も
が
考

え
て
き
た
。
天
皇
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
動
く
と
君

主
と
し
て
の
戦
前
型
天
皇
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の

で
、
天
皇
が
主
体
的
に
考
え
、
動
く
こ
と
を
憲

法
は
許
容
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
今
回
の
一
番

の
問
題
で
あ
る
。

　

憲
法
九
九
条
か
ら
立
憲
主
義
と
は
何
か
を
丁

寧
に
話
さ
れ
た
。
立
憲
主
義
で
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
と
横
並
び
に
皇

室
典
範
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
議

権
は
天
皇
に
し
か
な
か
っ
た
。
戦
後
、
ヒ
ロ
ヒ

ト
は
皇
室
典
範
の
天
皇
の
発
議
権
に
固
執
し
た

が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
回
起
き

た
こ
と
は
、
ア
キ
ヒ
ト
の
発
議
に
よ
っ
て
皇
室

典
範
「
改
正
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う
、
大
日
本

憲
法
下
の
天
皇
の
発
議
権
が
再
興
さ
れ
た
と
い

う
恐
ろ
し
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　

憲
法
で
は
天
皇
は
人
権
の
枠
外
で
、「
人
間
」

で
は
な
い
。
今
の
報
道
は
天
皇
が
人
権
を
認
め

ら
れ
、
生
前
退
位
で
普
通
の
「
人
間
」
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
皇
は
退
位
し

て
も
元
天
皇
と
し
て
超
「
特
権
」
の
地
位
に
居

続
け
る
。
皇
族
の
再
編
と
予
算
の
肥
大
化
を
も
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学
習
会
報
告
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横
田
喜
三
郎
著
『
天
皇
制
』（
労
働
文
化
社
、
一
九
四
九
年
）

今
回
は
標
題
の
本
を
検
討
し
た
。
著
者
は

の
ち
に
最
高
裁
長
官
を
つ
と
め
た
戦
前
派

の
国
際
法
学
者
。
こ
の
本
は
刊
行
時
天
皇
制

へ
の
民
主
主
義
的
立
場
か
ら
の
批
判
の
書

と
し
て
知
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
ん
に
ち
の

眼
か
ら
は
、
い
ま
左
派
知
識
人
を
混
迷
さ
せ

て
い
る
戦
後
天
皇
制
の
展
開
を
ま
っ
た
く

予
想
し
て
い
な
い
こ
と
が
眼
に
つ
く
。

　

横
田
は
、
神
勅
主
義
を
根
拠
と
す
る
主
権

者
と
し
て
統
治
権
を
総
攬
し
た
戦
前
天
皇

が
、
戦
後
国
民
の
総
意
に
よ
る
象
徴
と
し
て

法
的
に
ほ
と
ん
ど
無
能
力
者
に
な
っ
た
こ

と
を
も
っ
て
、
天
皇
制
は
本
質
的
に
変
わ
っ

た
と
言
う
。
人
類
普
遍
の
原
理
、
近
代
民
主

主
義
へ
の
合
流
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
な
か
で
「
天
皇
・
国
民
一
体
」
と
い
う

仮
構
も
天
皇
の
存
在
自
体
も
、
歴
史
的
に
過

去
の
も
の
と
し
て
衰
滅
し
て
い
く
と
見
て

い
た
よ
う
だ
。
天
皇
の
政
治
的
働
き
が
復
活

し
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
そ
う
な
る
だ
ろ
う

と
。

　

こ
の
予
想
は
は
ず
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

点
を
評
者
は
、
横
田
が
も
っ
ぱ
ら
法
的
観
点

か
ら
問
題
を
考
え
、
天
皇
を
主
権
者
か
ら

は
ず
し
た
憲
法
の
変
化
が
す
べ
て
だ
、
と

し
た
と
こ
ろ
に
理
由
を
求
め
た
。
横
田
は

天
皇
を
天
皇
た
ら
し
め
て
き
た
歴
史
的
政

治
的
現
実
、
①
統
治
集
団
の
権
力
的
意
志
、

②
天
皇
と
結
び
つ
く
人
民
の
意
志
・
感
情
、

③
古
来
支
配
集
団
が
国
家
を
構
成
し
、
近

代
に
人
民
が
国
民
に
な
る
過
程
を
媒
介
し

て
き
た
歴
史
的
事
情
に
、
何
の
考
慮
も
払

わ
な
い
。
だ
か
ら
統
治
集
団
が
主
導
し
た

「
戦
後
民
主
主
義
」
に
国
民
を
媒
介
す
る

自
分
の
役
割
に
戦
後
天
皇
が
気
づ
き
、
そ

れ
を
自
覚
的
に
果
た
し
て
い
く
こ
と
を
、

時
代
的
限
界
は
仕
方
が
な
い
と
は
い
え
、

ま
っ
た
く
予
想
し
な
か
っ
た
の
だ
。

　

討
論
で
問
題
に
な
っ
た
こ
と
の
第
一
点

は
、
横
田
は
同
時
代
の
憲
法
学
者
宮
沢
俊

義
の
「
八
月
革
命
説
」
に
賛
成
し
て
お
り
、

た
し
か
に
こ
の
説
か
ら
導
か
れ
る
戦
後
天

皇
制
の
新
展
開
へ
の
楽
観
論
は
二
人
に
共

通
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
の
論
理
を
徹
底

さ
せ
て
い
る
の
は
横
田
の
方
で
あ
る
こ

と
。
第
二
に
「
戦
後
民
主
化
」
が
米
国
の

軍
事
占
領
と
い
う
形
で
来
た
こ
と
へ
の
感

性
的
反
発
が
戦
後
右
派
天
皇
主
義
の
思
想

形
成
の
一
契
機
と
な
っ
た
の
に
、
戦
後
左

派
は
こ
れ
を
軽
視
し
た
こ
と
。

　

次
回
は
丸
山
邦
男
『
天
皇
観
の
戦
後
史
』

（
白
川
書
院
・
一
九
七
五
年
）。
五
月
三
〇

日
一
九
時
。

（
伊
藤
晃
）

た
ら
す
だ
け
だ
。
そ
れ
は
天
皇
を
や
め
て
普
通

の
「
人
間
」
に
な
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
操

作
を
し
て
い
る
な
ど
と
訴
え
た
。

　

今
回
の
講
演
を
受
け
て
改
め
て
天
皇
代
替
わ

り
攻
撃
が
改
憲―

壊
憲
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を

実
感
し
た
。（

反
天
ネ
ッ
ト
・
関
東
／
野
村
洋
子
）

天
皇
「
代
替
わ
り
」
と
安
保
・
沖
縄
・

「
昭
和
の
日
」
を
考
え
る
行
動

二
〇
一
〇
年
よ
り
、
四
月
二
八
・
二
九
日
の
両

日
を
連
続
行
動
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。
今

年
は
二
八
日
が
「
安
倍
靖
国
違
憲
訴
訟
・
東
京
」

の
裁
判
の
結
審
の
日
と
重
な
っ
た
（「
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
参
照
）
た
め
に
、
二
九
日
に
、
知
花

昌
一
さ
ん
を
招
い
て
「
沖
縄
に
と
っ
て
の
天
皇

制
と
日
米
安
保
「
日
の
丸
」
焼
き
捨
て
か
ら
30

年
、
ゾ
ウ
の
檻
か
ら
21
年
」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル

で
千
駄
ヶ
谷
区
民
会
館
で
集
会
を
行
っ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
主
義
の
活
動
家
だ
っ
た
知
花
さ
ん

が
浄
土
真
宗
の
僧
侶
に
な
り
、「
革
命
家
親
鸞
」

の
思
想
を
軸
と
し
た
視
点
か
ら
、
沖
縄
の
運
動
、

安
倍
政
権
、
天
皇
制
に
つ
い
て
、
運
動
体
験
を

通
し
て
今
の
思
い
を
実
に
味
わ
い
深
く
語
っ
て

も
ら
っ
た
。

　

知
花
さ
ん
は
複
雑
な
気
持
ち
で
、今
で
も
「
日

の
丸
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
っ
て
日
本
か
ら
切
り
捨

て
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
独
裁
施
政
権
下
で
、

「
戦
後
憲
法
が
あ
り
、
基
本
的
人
権
が
守
ら
れ
、

経
済
発
展
が
遂
げ
ら
れ
る
」
と
復
帰
を
願
う
青

年
知
花
さ
ん
や
沖
縄
の
人
々
の
熱
い
思
い
が
そ

の
言
葉
か
ら
伝
わ
り
感
慨
深
い
。後
に「
日
の
丸
」

を
焼
き
捨
て
な
が
ら
、
片
方
で
捨
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
何
十
年
も
闘
い
続
け
た
歴
史
が
そ

こ
に
あ
る
。「
安
保
反
対
で
あ
れ
ば
そ
の
こ
と

を
貫
き
、
沖
縄
と
日
本
の
関
係
を
ど
う
す
る
の

か
。
自
分
た
ち
民
衆
の
力
の
弱
さ
と
い
う
も
の

を
ち
ゃ
ん
と
認
め
な
が
ら
、
も
う
一
度
向
き
合

う
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
し
て
緩
や
か
に
深
み
の

あ
る
、
余
裕
の
あ
る
運
動
を
展
開
し
て
い
け
れ

ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
結
ば
れ
、
後
一
〇

年
は
闘
っ
て
い
き
た
い
と
話
を
終
え
た
。

　

続
い
て
実
行
委
か
ら
天
野
恵
一
が
、
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結
か
ら
始
ま
る
象
徴

天
皇
制
国
家
成
立
や
、ア
キ
ヒ
ト
の「
生
前
退
位
」

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
。
象
徴

天
皇
制
国
家
を
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
代
で
確
立
し
、
ア

キ
ヒ
ト
が
引
き
継
い
で
い
る
構
造
は
歴
史
的
に

み
れ
ば
区
別
す
る
次
元
の
問
題
で
は
な
く
、
連

続
性
の
な
か
で
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
と
い
う
。
運
動
に
つ
い
て
も
天
皇
制
・
沖

縄
と
長
い
抵
抗
の
歴
史
の
中
で
地
下
水
脈
の
よ

う
に
続
い
て
い
る
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
今
の
状

況
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う

と
発
言
。

　

最
後
に
、
基
地
・
軍
隊
は
い
ら
な
い
！
４
・

29
集
会
、
辺
野
古
へ
の
基
地
建
設
を
許
さ
な
い

実
行
委
員
会
、
安
倍
靖
国
違
憲
訴
訟
・
東
京
、
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６
・
３
天
皇
制
い
ら
な
い
デ
モ
実
行
委
員
会
、

「
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
お
こ
と
わ

り
連
絡
会
、
共
謀
罪
創
設
に
反
対
す
る
百
人
委

員
会
、
自
由
と
生
存
の
メ
ー
デ
ー
の
七
団
体
か

ら
の
ア
ピ
ー
ル
を
受
け
、
Ｇ
Ｗ
初
日
で
賑
わ
う

原
宿
か
ら
渋
谷
ま
で
「
天
皇
制
は
い
ら
な
い
！
」

の
声
を
響
か
せ
デ
モ
を
行
っ
た
。
集
会
参
加
者

一
五
〇
人
。

（
実
行
委
／
桃
色
鰐
）

４
月
3
日
（
月
）
●
大
成
建
設
入
社
式
情
宣

　

●
辺
野
古
実
防
衛
省
行
動

４
月
6
日
（
木
）
●
話
し
合
う
こ
と
が
罪
に
な

る
共
謀
罪
法
案
の
廃
案
を
求
め
る
大
集
会

４
月
7
日
（
金
）
●
天
皇
静
岡
訪
問
反
対
現
地

情
宣
（
集
会
の
真
相
参
照
）

４
月
8
日
（
土
）
●
お
こ
と
わ
リ
ン
ク
連
続
講

座
「
五
輪
災
害
と
共
謀
罪
」（
集
会
の
真
相
参

照
）

４
月
15
日
（
土
）
●
デ
マ
で
沖
縄
へ
の
偏
見
を

煽
る
な
！
東
京
Ｍ
Ｘ
「
ニ
ュ
ー
ス
女
子
」
は

お
か
し
い
ぞ
！
新
宿
デ
モ

４
月
16
日（
日
）●
今
こ
そ
、排
外
主
義
に
Ｎ
Ｏ
！

４
・
16
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
（
集
会
の
真
相
参
照
）

４
月
19
日
（
水
）
●
沖
縄
に
も
う
、
こ
れ
以
上

基
地
は
い
ら
な
い　

日
比
谷
野
音
集
会

４
月
22
日
（
土
）
●
救
援
連
絡
セ
ン
タ
ー
定
期

総
会
＆
講
演
会

４
月
23
日
（
日
）「
生
前
退
位
」
と
立
憲
主
義
（
集

会
の
真
相
参
照
）

４
月
26
日
（
水
）
●
福
島
原
発
被
ば
く
労
災
あ

ら
か
ぶ
さ
ん
を
支
え
る
会
結
成
集
会

４
月
27
日
（
木
）
●
関
西
電
力
本
店
包
囲
行
動

４
月
28
日
（
金
）
●
安
倍
靖
国
違
憲
訴
訟
東
京

地
裁
判
決
・
同
報
告
集
会

４
月
29
日
（
土
）
●
「
日
の
丸
」
焼
き
捨
て
か

ら
30
年
（
集
会
の
真
相
参
照
）

　

●
沖
縄
の
元
海
兵
隊
員
に
よ
る
性
暴
力
殺
害

か
ら
１
年
基
地
・
軍
隊
は
い
ら
な
い
！
集
会

４
月
30
日
（
日
）
●
自
由
と
生
存
の
メ
ー
デ
ー

５
月
３
日
（
水
・
休
）
●
施
行
70
年　

い
い
ね
！

日
本
国
憲
法　

平
和
と
い
の
ち
と
人
権
を

５
・
３
憲
法
集
会

５
月
12
日
（
金
）
●
連
続
講
座
１
９
６
０
・
７
０

年
代
運
動
／
思
想
史
第
４
回
〈
ベ
平
連
〉
そ

の
反
戦
交
友
録　

18
時
開
場
／
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研
究
所

（
地
下
鉄
江
戸
川
橋
駅
）
／
白
川
真
澄
、
天
野

恵
一
、
有
馬
保
彦
、
松
井
隆
志
／
主
催
：
同

研
究
所
（03-6424-5748

）

５
月
13
日
（
土
）
●
救
援
す
る
こ
と
／
さ
れ
る

こ
と　

浴
田
由
紀
子
さ
ん
を
迎
え
て

14
時
30
分
開
場
／
文
京
区
民
セ
ン
タ
ー
（
地

下
鉄
春
日
駅
ほ
か
）／
山
中
幸
男
、足
立
正
生
、

荒
井
ま
り
子
、
内
田
雅
敏
、
伊
達
政
保
ほ
か

／
主
催
：
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
へ
の
死

刑
・
重
刑
攻
撃
と
た
た
か
う
支
援
連
絡
会
議

（
連
絡
先
：03-3812-4645

風
塵
社
）

５
月
14
日
（
日
）
●
沖
縄
「
日
本
復
帰
45
年
」

を
問
う
ア
ピ
ー
ル
＆
デ
モ

13
時
30
分
開
始
・
14
時
30
分
デ
モ
出
発
／

ア
ル
タ
前
（
Ｊ
Ｒ
ほ
か
新
宿
駅
）
／
主
催
：

沖
縄
・
一
坪
反
戦
地
主
会
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

（090-3910-4140

）

５
月
19
日
（
金
）
●
ド
イ
ツ
の
戦
後
70
年
・
そ

の
現
実
と
歴
史
認
識　

第
７
回
「
歴
史
認
識

の
虚
構
と
現
実
」

18
時
30
分
開
場
／
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
研

究
所
（
地
下
鉄
江
戸
川
橋
駅
）
／
池
田
浩
士

／
主
催
：
同
研
究
所
（03-6424-5748

）

５
月
21
日
（
日
）
●
砂
川
闘
争
の
現
地
を
歩
く

２
０
１
７

10
時
集
合
／
砂
川
学
習
館
（
立
川
駅
か
ら
バ

ス
・
砂
川
四
番
ほ
か
下
車
）
か
ら
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
／
主
催
：
砂
川
闘
争
の
現
地
を

歩
く
会
２
０
１
７
実
行
委
員
会
（
連
絡
先
：

042-536-3167

宮
岡
）

５
月
23
日
（
日
）
●
作
る
な
！
共
謀
罪　

や
め

ろ
！
自
衛
隊
増
強　

こ
れ
か
ら
の
反
戦
運
動

を
展
望
す
る
討
論
集
会

18
時
15
分
開
場
／
豊
島
区
立
生
活
産
業
プ
ラ

ザ
５
０
１
（
Ｊ
Ｒ
池
袋
駅
ほ
か
）
／
井
上
森
、

石
橋
新
一
／
主
催
：
有
事
立
法
・
治
安
弾
圧

を
許
す
な
！
北
部
集
会
実
行
委
員
会
（
連
絡

先
：03-3961-0212

北
部
労
法
セ
ン
タ
ー
）

５
月
27
日
（
土
）
●
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
お
こ

と
わ
リ
ン
ク
連
続
講
座　

第
２
回
「
神
宮
再

開
発
の
現
場
を
歩
い
て
考
え
る
」

15
時
〜
／
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
・
参
加
希
望

の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
／
案
内
人
・

ア
ツ
ミ
マ
サ
ズ
ミ
／
主
催
：
「
２
０
２
０
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
災
害
」
お
こ
と
わ
り
連
絡
会
（
連

絡
先
：080-5052-0270

宮
崎
）

　

●
辺
野
古
新
基
地
建
設
を
や
め
ろ
！
新
宿
デ

モ14
時
〜
／
ア
ル
タ
前
（
Ｊ
Ｒ
ほ
か
新
宿
駅
）

／
主
催
：
辺
野
古
へ
の
基
地
建
設
を
許
さ
な

い
実
行
委
員
会
／
連
絡
先
：
沖
縄
・
一
坪
反

戦
地
主
会
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
（090-3910-4140

） 　

●
ど
う
と
ら
え
る
の
か
？
天
皇
退
位　

異
論
・

反
論
・
オ
ブ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン

18
時
30
分
〜
／
厚
生
文
化
会
館
１
階
和
室

（
西
武
池
袋
線
ほ
か
練
馬
駅
）
／
連
絡
先
：

090-5208-5803

（
池
田
）

６
月
３
日
（
土
）
●
皇
族
解
散
！
「
人
間
」
に

か
え
れ
！
帰
っ
て
き
た
６
・
３
天
皇
制
い
ら
な
い

デ
モ13

時
集
会
・
14
時
デ
モ
出
発
／
井
の
頭

公
園
三
角
広
場
（
井
の
頭
線
井
の
頭
公

園
駅
ほ
か
）
／
主
催
：
同
実
行
委
員
会

（tennoout@
gm

ail.com

）

６
月
４
日
（
日
）
●
新
た
な
「
天
皇
代
替
わ
り
」

に
抗
う
た
め
の
討
論
集
会

14
時
〜
／
韓
国
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
３
階
（
Ｊ
Ｒ
水
道

橋
駅
ほ
か
）
／
岡
田
健
一
郎
ほ
か
／
よ
び
か

け
：
反
天
連
、
靖
国
・
天
皇
制
情
報
セ
ン
タ
ー

（
連
絡
先
： 03-3207-1273

）

●
珍
し
く
と
て
も
大
部
な
ニ
ュ
ー
ス
と
な
っ
た
。

一
〇
年
に
一
度
と
な
い
快
挙
？
（
木
菟
）

●
こ
れ
だ
け
酷
い
世
の
中
だ
。
言
い
た
い
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
だ
よ
ね
。（
貘
）

●
作
業
時
も
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
、
言
い
た
い
こ

と
だ
ら
け
だ
ね
。（
鰐
）

●
憤
り
が
各
ペ
ー
ジ
か
ら
溢
れ
だ
し
て
見
る
み
る

う
ち
に
増
ペ
ー
ジ
。
次
号
も
？
（
蝙
蝠
）

●
久
々
に
作
業
に
ラ
ス
ト
ま
で
参
加
。
ク
タ
ク
タ

状
態
。
そ
れ
に
し
て
も
若
く
も
な
い
の
に
ニ
ギ
ヤ

カ
だ
。（
熊
）

●
ク
ソ
判
決
に
も
ク
ソ
発
言
に
も
め
げ
ず
、
動
物

た
ち
は
バ
ウ
バ
ウ
吠
え
る
の
だ
っ
！
（
黒
貂
）


